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第２回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  東 育代君 

   １．不登校等児童生徒への支援について 

     不登校の要因を巡り、子どもと学校側の受け止めに隔たりがあると文部科学省の調査で明

らかになりました。不登校の児童生徒が増える中、いかに学校が子どもの本音を引き出

し、適切な支援に繋げられるか。国や自治体のサポートに加え、学校現場の意識改革も

必要とある。 

    （１）不登校児童生徒の現状について伺う。 

    （２）市教育支援センターの現状と施設の増設について伺う。 

    （３）不登校傾向の児童生徒への支援体制として、先進地の広島県では校内の空き教室を活

用したスペシャルサポートルーム（ＳＳＲ）の取組がある。本市における校内での

サポート体制について伺う。 

    （４）県内他市町では、フリースクールを利用する保護者への負担軽減のための財政支援を

求める陳情等が出されている。本市のフリースクールに対する考えを伺う。 

   ２．公共施設跡地の利活用について 

     中学校統廃合による学校施設（跡地・建屋等）や市の所有する公共施設跡地について、ま

ちづくりに活かすためには早急に取組を進めるべきではないか。 

  大六野一美君 

   １．消防行政のあり方について 

    （１）現在、人間関係を含め機能しているのか現状を問う。 

    （２）複数人の退職者が出た現実をどのように受け止めているのか。パワハラ問題との関連

はあるのか。 

    （３）消防の体制は本署・分遣所の方式がベストの方策だと考えているのか。以前、統合し

たほうが限りある人員で機能するとの説明を受けたが整合性を問う。 

   ２．市営住宅の現状について 

    （１）とりわけウッドタウン団地の現状は空室が多く、荒れ放題であるが、何か良策はない

のか。 

    （２）補助事業での建設であり、入居条件があることは承知をしている。このままで良いと

は思わない。早急な対策を講ずるべきだと思うが、対策案を示すべきではないか。 

  江口祥子君 

   １．献血の推進について 

     少子高齢化により、献血可能な人口が減少している中、近い将来、輸血用の血液が不足す

るとの推計が出されている。将来に必要な輸血用の血液を確保し続けるための市の取組

について伺う。 

    （１）本市における献血推進状況（普及啓発活動）について 

    （２）献血の量の減少（特に10代から30代）についての普及啓発について 

    （３）献血可能年齢になる前の中学生への献血の普及啓発について 

   ２．起立性調節障害について 

     自律神経の不調により、頭痛やめまいが起こる起立性調節障害が不登校の原因の一つ

になっている。小中学校の現状や相談体制などの取組を伺う。 

  吉留良三君 

   １．農村の存続について 

     ５年ぶりに「食料・農業・農村基本法」が見直され、2023年度の農業白書もまとまった。
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これまで「強い農業」を目指したはずだが、資材高騰や気候変動などで、農畜産業は危

機的である。わずか38％に低迷する自給率を引き上げ、所得確保につなげられるか。農

家が再生産する取引価格でなければ、農業の持続的発展は見込めず、中山間地の過疎

化・疲弊は続き、地域コミュニティの危機は深まるばかりだ。 

    （１）農業の持つ役割は、まさに公益事業だ。足元の資源を見直し、「地消地産・地域循環

型経済・ローカルな自給圏構築」が進めるべき施策と考えるがいかがか。 

    （２）地域循環型経済の構築には、学校給食を核とする成功事例が多く、本市も地元産食材

等の使用割合を高める方針が示された。また、先進地では、食育の推進による健康

寿命を延ばす健康づくり効果も大きいとされる。約４％の地元産の食材等の使用率

を徐々に高めながら、農業振興・中山間地のコミュニティ維持のための体制づくり、

健康づくりを強化すべきと思うがいかがか。 

    （３）兼業は、日本農業の本質とも言われる。食料・農業・農村基本法見直しでも中小規模

の家族経営や「半農半Ｘ」など多様な人材を位置付ける方向とも言われるが、どう

評価するか。 

    （４）「兼業、半農半Ｘ」の生業探しのヒントは地域の困りごとにあると言われるが、どの

ように考えるか。 

    （５）「特定地域づくり事業協同組合」の進捗状況、課題は何か。 

    （６）「労働者協同組合」は地域の困りごとに寄り添った活動主体になる可能性が大である

と思うが、どう評価するか。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（６月１７日）（月曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  田 畑 和 彦 君       ９番  大六野 一 美 君 

     ２番  西 田 憲 智 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ３番  高 木 章 次 君      １１番  東   育 代 君 

     ４番  江 口 祥 子 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  吉 留 良 三 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  松 崎 幹 夫 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ７番  田 中 和 矢 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  （欠員）           １６番  中 里 純 人 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  石 元 謙 吾 君   主       査  神 薗 敦 子 君 

補       佐  岩 下 敬 史 君   主       査  福 谷 和 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   消   防   長  下 池 裕 美 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   学 校 教 育 課 長  西 村 喜 一 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   都 市 建 設 課 長  吉 見 和 幸 君 

総 務 課 長  岡 田 錦 也 君   健 康 増 進 課 長  久 保 さおり 君 

企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君   学校給食センター所長  吉 永 康 彦 君 

財 政 課 長  長 畑 正 博 君   農 政 課 長  久木田   聡 君 

教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和６年６月17日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから、本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（中里純人君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次質問を許します。 

 まず、東育代議員の発言を許します。 

   ［11番東 育代君登壇］ 

○11番（東 育代君） 皆様、おはようございます。 

 アジサイの花が見頃を迎えています。今年は平年

より遅い梅雨入りとなりましたが、沖縄県では100

年に一度の大雨に農作物の被害が深刻と報道があり

ました。本格的な梅雨の季節となりましたが、大き

な災害が発生しないことを願っています。 

 さて、私は、さきに通告しました２件について、

市長の見解を求めます。 

 まず初めに、不登校等児童生徒への支援について

の質問です。 

 全国的な課題ではありますが、本市の不登校傾向

や不登校児童生徒の数は多いのではないでしょうか。

学校現場や教育委員会も様々な角度から取り組まれ

ていることは承知しておりますが、改善に至らない

のはなぜだろう、何が足りないのだろう、何か手だ

てはないものか、などと思います。 

 令和５年度の串木野中学校卒業式に参加する機会

がありました。十数人の卒業生は、名前は呼ばれま

したが返事はありませんでした。どのような理由が

あるのか知り得ませんが、何か違う、このままでよ

いのか、中学校の卒業式に参加して胸が痛くなりま

した。 

 教育機会確保法の基本理念に、「不登校児童生徒

が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況

に応じた必要な支援」とあります。学びの形はいろ

いろあるようです。不登校の要因をめぐり、子ども

と学校側の受け止めに隔たりがあると文科省の調査

で明らかになりました。不登校の児童生徒が増える

中、いかに学校が子どもの本音を引き出し適切な支

援につなげるか、国や自治体のサポートに加え、学

校現場の意識改革も必要とあります。 

 不登校児童生徒の要因については、文科省の調査

結果は示されていますが、本市ではどのような調査

をされているのか。調査結果によっては支援の在り

方やサポート体制も違ってくるように思います。 

 そこで、まず初めに、本市における不登校等児童

生徒の現状について、市長の見解を求めます。 

 以上、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。東育

代議員の御質問にお答えをいたします。不登校児童

生徒の現状、それから、それに関する取組というこ

とであると思います。 

 不登校児童生徒は全国的に急増しております。本

市においても同様に急増しているのが現状でござい

ます。そのことを踏まえ、これまでも改善に向けて

課題を整理し、教育委員会を中心に対策を行ってま

いりました。 

 昨年度は、新たな取組として、中学校への心の教

育相談員の配置、心の架け橋教育相談事業の導入、

さらに、学校教育専門員が定期的に中学校へ行き、

指導も行っております。こうした取組により、中学

校においては不登校生徒の新規者数が昨年度は減少

しております。また、個別に見ても欠席日数が減っ

ている不登校生徒も多くなっております。さらに、

今年度５月末時点で不登校者数についても昨年度と

比べて減少しており、これまでの取組の成果が徐々

にではありますが現れてきていると思っております。 

 今年度からは串木野中学校に校内支援教室を設置

し、不登校や不登校傾向の生徒が安心して学べる環

境を整え、一人ひとりの実態に応じた学習支援を進

めております。 

 不登校は一朝一夕には解消が難しい問題でありま

す。今後も一人ひとりの実態や成長に寄り添い、さ

らに取組や支援を充実させることが大切であると考

えております。 

 詳しいことにつきましては、担当課長のほうが答
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弁をいたします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 本市の不登校児童

生徒の現状と取組の詳細についてでございます。 

 本市の不登校児童生徒の数は、過去10年間の経緯

を見ると、平成26年度から令和元年度までは30人前

後で推移しておりました。しかし、令和２年度が52

人、令和３年度が62人、令和４年度が75人、令和５

年度が84人と、年々10人前後増加しております。 

 これについては様々な要因が考えられますが、特

に、コロナ禍において令和２年に行われた２回の全

国的な臨時休業や令和５年５月までの約３年間の教

育活動等の制限が大きな要因の一つとして考えられ

ます。 

 不登校対策として、以前から教育支援センターや

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、関係機関との連携等を行ってまいりました。そ

れらに加え、昨年度は、不登校の未然防止を目的と

して、中学校への心の教育相談員の配置や主に保護

者を対象とした心の架け橋教育相談事業の導入、学

校教育専門員の毎週行われている中学校の適応支援

委員会や生徒指導委員会での指導など、新たな対策

を行っております。 

 それらの取組により、中学校においては、不登校

生徒の新規者数が、令和４年度の21人から令和５年

度は18人に減少しました。また、令和４年度に30日

以上欠席していた生徒の中では、令和５年度は

47.6％の生徒の欠席日数が減少しております。さら

に、令和６年度５月末時点での不登校児童生徒数が、

昨年度は16人でしたが今年度は10人と減少している

など、一定の成果が得られております。 

 今年度は、新たに串木野中学校に校内支援教室を

設置しました。登校しても教室に入れない生徒など、

一人ひとりの実態に応じた学習支援を含む居場所づ

くりとして効果的に活用していくよう進めてまいり

ます。 

○11番（東 育代君） ただいま答弁を、市長と、

それから担当課長からいただきました。 

 前年度比では減少している。新規は減少している。

ただ、今推移をお聞きしますと、やはり毎年毎年増

えているということですよね。新規は減っているけ

れど増えているということは、そこら辺はやっぱり、

ここを何とかしないといけないということになりま

すよね。全体的にはとてもとても多い数字だと思っ

ております。 

 長期欠席の理由項目の一つに不登校と言われてお

りますが、いじめや病気やけが、ヤングケアラー、

その他たくさんの要因があるように思います。それ

ぞれの全ての長期欠席者への支援が必要と言われて

おりますが、いじめ、病気やけが、ヤングケアラー、

そこら辺についての数字というのは分かりますか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 不登校の長期欠席

の理由についてですが、いわゆる不登校と言われる

子どもたちが84名ということです。病気やけが、そ

の他経済的理由のほかに要因のある欠席者数も数名

おります。手元に数がありませんが、数名いるとい

うことはあります。 

○11番（東 育代君） 今、課長のほうから答弁い

ただきました。 

 数字まで聞くということを前提としておりません

でしたが、ここら辺をきちっと整理していただいて、

そして、どういう支援が必要なのか、それぞれの要

因に対して、子どもたちに対しての支援というのが

必要であるように思っているところです。 

 例えば、病気やけがであれば対応されているでし

ょう。ヤングケアラーもどのくらいいるのかな、本

市はどうなんでしょうか。そこら辺も掘り下げたと

きに、やっぱり支援体制というのが違ってくると思

うんですが、そこら辺についていかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） ただいま東議員のほうか

ら質問がございました。 

 不登校の児童生徒が84人、そして、それ以外が24

人ということですけれども、全ての長期欠席者につ

いては、各学校において、適応支援委員会や生徒指

導委員会等で一人ひとりの実態、そのことについて

組織的に協議をして、個別の支援を行っております。

その際、学校教育専門員も協議に参加をしまして、

不登校の要因について検討整理し、相談体制の強化、

そして、ケース会議の実施、子どもみらい課や福祉

課の関係機関との連携などを図りながら支援ができ

るように指導をしております。 
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 学習支援としては、家庭訪問での個別指導、家庭

学習の見届け、タブレットの活用など、個々の実態

に合わせた支援が必要だと思っております。長期欠

席者の支援については、一人ひとりの実態や家庭と

の連携等、様々なことを考慮しながらの個別の対応

を考えております。家庭訪問をして、より効果的な

支援を子どもや保護者と一緒に考えたり、スクール

ソーシャルワーカーが一緒に登校する中で、心の教

育相談員とも連携を図りながら対応をすることにし

ております。 

 学校、家庭、関係機関が連携をして子どもたちを

見守って、充実した支援ができるように努めていき

たいと考えております。 

○11番（東 育代君） 今、教育長のほうから個別

に対応はしていると、十分対応しているということ

でございました。 

 しかし、なかなか改善が見られない。この数字を

見たときに、まだ何かあるのかなという思いがして

おります。 

 不登校の要因をめぐり、子どもと学校側の受け止

めに隔たりがあると文科省の調査で明らかになりま

した。これは新聞の記事にありました。特にいじめ

被害では、学校側が4.2％、子ども側は26.2％とい

う数字があります。また、教職員への反抗、反発と

いうのは、学校側3.5％に対して子ども側は35.9％

ということであります。不安、抑鬱、学校側19.9％、

子ども側は76.5％と、こういうふうに学校側と子ど

も側の認識に大きく差異が生じているとの報告があ

ります。 

 本市ではどうでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） 不登校の要因について、

学校側と子ども側の認識の差異があるということに

ついてでございます。 

 本市では、学校、子どもと別々の調査は行ってお

りませんが、学校独自で判断した要因ではなく、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

子どもや保護者との面談等、幅広く情報収集したも

のの中から主なものを要因として挙げております。

また、一人ひとりの要因や不登校対策について協議

するために、担当指導主事や学校教育専門員が５月

と10月に定期的に学校訪問を行い、支援体制につい

て指導をしたり、学校教育専門員が必要に応じてケ

ース会議等に参加したりするなど対応しております。 

 不登校の要因は多岐にわたるため、一つに限定す

るのは大変難しいことでございます。これまでにも

把握した要因を分析すると、生活リズムの不調に関

する相談が最も多く、次いで友人関係、次いで学業

の不振の割合が高いことが分かりました。また、き

っかけは様々であったとしても、生活リズムの乱れ

や学習の遅れなどの要因が加わることで、不登校の

状態が長期化することにもつながることが考えられ

ます。 

 今後も一人ひとりの児童生徒に寄り添い、家庭や

関係機関と連携をし、担任の活用によって子どもの

本音を引き出し、よりよい支援を迅速に、かつ、効

果的に行うことができるように進めてまいりたいと

考えております。 

○11番（東 育代君） 子ども側、学校側と調査は

していない、ただ、幅広く調査はしていると、聞き

取りをしているということですが、やはりここも１

回、子どもたちの声も聞かれたらいかがかなと思い

ます。 

 友人関係、ここら辺が一番のネックになってくる

のかなと。それに対して学校側は、子どもたちの意

見を聞いたときにどのように受け止められるのかな

という思いもしております。 

 本人が精神的な苦痛を感じていたらいじめと捉え

られますが、本市でのいじめについての現状、ある

いは届出、そこら辺はありますか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 本市のいじめの数

についてですが、令和５年度では、認知件数としま

して小学校が38件、中学校が７件、合計45件、認知

されております。 

○11番（東 育代君） 認知件数として45件と言わ

れましたね、あるということで、やはりいろいろな

見方があるとは思います。でも、この中にはいじめ

を深刻に子どもたちが感じて学校に行けない、不登

校になっている状況もあるのではないかと思うんで

すが、そこら辺はどうですか。 

○教育長（相良一洋君） ただいまのいじめの認知



 
- 17 -

件数、そして要因については様々ございます。本市

で、今、いじめ防止対策推進法にのっとり、そうい

う協議会も実施をしております。 

 その45件あった中で、特に解消されない部分につ

いては、随時、経過観察をしながら指導していかな

いといけないということがございます。 

 もちろん子どもに対して、保護者に対して、そし

てスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カーとの連携を図りながら、継続的に、そして、い

ろんな心の不安、悩みを持っておりますので、それ

が解消できるように支援をしていくということで詰

めております。 

○11番（東 育代君） 過去にも大変な報告があっ

たということは承知しておりますが、例えば、直近

であって、この質問をするに当たっていろんなとこ

ろから御意見をいただきました。 

 例えば、現在、いじめを受けて学校に行けない不

登校状態の子どもの保護者が転校したいと申し出た

ら、学校側は「新しい行きたい学校のほうに、学校

区に引っ越しされたら可能ですよ」と言われました

が、子どもの気持ちが変わればこのまま今の学校へ

の通学を続けていただきたいということだけでした。 

 簡単に家を引っ越す、持家であればなおさらです

よね。いじめを受け続けた子どもの気持ちはそんな

に簡単に変わるものではないし、家から出なくなっ

た。現在、不登校ということです。今は市営住宅に

入居しています。市営住宅から市営住宅への転居は

できないと市側からの説明を受けました。市営住宅

法の縛りがあるかもしれませんが、子どもの思いを

優先したときに何か手だてはないのか。「相談して

も回答がない」とお話しされました。 

 このようなケースについて、教育長、どのように

お考えでしょうか。 

○学校教育課長（西村喜一君） すみません、先ほ

どいじめの件数についてですが、ちょっと訂正があ

りますのでもう一度お伝えします。 

 小学校、先ほど38件と言いましたが40件でした。

中学校は７件で47件ということになります。 

○教育長（相良一洋君） いじめに関するいろんな

要件がある中で、保護者の悩み、そして子どもたち

の心の問題、今、学校で起きていること全てにおい

て冷静に対応していかないといけないだろうと思う

ところです。いろんな原因を聞きながら、そして、

教育委員会のほうも学校現場を訪れて、そして管理

職とも、または担任を含めながらも十分協議をしな

がら対策を講じていかなければならないと思ってい

ます。 

 そういういじめの対象者、そういう心の悩みを訴

えている親御さんにつきましては、本当に寄り添う

形を取りながら、真摯に解決の方向に向けて努力し

ていきたいと思っているところです。 

○11番（東 育代君） 今、現在進行形の事例をち

ょっとお話しさせていただきましたが、これ以上は

個人情報になりますので申しません。 

 いじめ被害、先ほども申しましたが、学校側は

4.2％、子ども側は26.2％と大きな隔たりがあるわ

けですよね。学校側と子ども側の認識の違いから不

登校状態になっているということです。 

 教育機会確保法では、「子どもがつらいとき、無

理して学校に来てくださいとは言わなくなった」と

ありますが、今は休んでもよいですよ。でも、この

まま休み続けてよいですということではないですよ

ね。環境整備が重要のようです。 

 情報の共有と話合いが必要ですし、当事者の目線

での課題の整理をすべきではないかと思っておりま

す。再度お聞きします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今おっしゃいまし

たように、いじめによって学校に来られないという

状況、それは非常によくない状況であるということ

で、学校としましては、それについて全力でまずは

解決を図っていくということです。 

 それに加えて、もしそれがうまくいかなかった場

合には、ほかのサポートを家庭訪問で行ったりとい

うようなことを今後も考えていくということになっ

ております。 

○11番（東 育代君） ぜひいい方法で、子どもた

ちが幸せな道を歩めるように相談に乗っていただき、

そして、それに対して保護者へのしっかりとした回

答、求められたことに対しての回答をしていただけ

るようにお願いします。 
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 次、市教育支援センターの現状と施設の増設につ

いて伺います。 

 今までも何回となく増設の必要性を訴えてきまし

たが、「教育委員会が市来庁舎にあることから、支

援体制が充実している」との答弁でした。 

 登録者は増えているとお聞きしますが、支援セン

ターの利用者は増えているのでしょうか。市教育支

援センターの現状を伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 市教育支援センタ

ーの利用者についてであります。 

 令和４年度の市教育支援センターの利用登録者数

は19人で、令和５年度の利用登録者数は23人でした。

令和４年度に比べ、令和５年度は不登校児童生徒数

が増えたため、利用登録者も４人増えております。 

 令和６年度は、６月７日現在において８人が利用

登録をしております。登録者数が昨年度より大きく

減ったのは、昨年度の登録者の中で中学３年生の利

用率が高かったためであります。また、５月末現在、

昨年の同時期と比較して、先ほども申し上げました

が、不登校児童生徒数が減少したことも理由として

考えられます。 

 今後もできるだけ多くの不登校の児童生徒が利用

できるよう、学校との連携を深めてまいりたいと思

います。 

○11番（東 育代君） 登録者数、利用者数、これ

は登録者の数ですよね。利用者の数とはまた違いま

すよね。分かりました。 

 児童生徒の思いをこちら側と見たときに、教育委

員会、学校現場のお考えはあちら側と見えるわけで

すね。支援される児童生徒である当事者の思いに重

点を置くのか、支援する側に重きを置くのか、支援

センターの運営方針も違ってきそうです。 

 教育機会確保法の基本理念に明記されております

が、「不登校児童生徒が多様な学習活動の実情を踏

まえ、個々の状況に応じた必要な支援」とあります。 

 登録者に対する支援について伺いますが、当事者

の目線に立ったときに、市教育支援センターの支援

体制は十分でしょうか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 現在、教育支援セ

ンターでは支援員を二人配置しておりまして、その

二人の支援員が支援を行っております。 

 内容としては、子どもたちの学習支援、そして保

護者等含めた教育相談、また、各団体との連携を図

るための支援、そういったものを行っております。 

○11番（東 育代君） 様々な支援体制は整ってい

るということですが、先ほども触れましたが、登録

者に対して利用者というのはなかなか増えないわけ

ですよね。増えないというか、登録している方が皆

さん通学しているということじゃないですよね。 

 そこら辺についての支援体制は十分かということ

をお聞きしました。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今おっしゃいまし

たように、登録者数は昨年度23人でしたが、平均の

利用者数は6.3人ということで、そのうち登録はし

ているけれども毎日来ているというわけではござい

ません。 

 そういった子どもたちには、当然、学校のほうか

ら家庭訪問を行ったり様々な支援を行って、登録者

の子どもたちがそこを利用できるように、また、学

校に来られるようにということで行っております。 

○11番（東 育代君） センターの支援員の方々は

一生懸命されていると思うんですが、やはり登録し

てもなかなか利用ができない、その子どもたちに対

しての支援体制というのが一番大事かなと思います。 

 教育機会確保法の基本方針の中に、「教育支援セ

ンターについては、通所希望者に対する支援のみな

らず、通所を希望しない不登校児童生徒に対する訪

問支援を実施するなど、不登校児童生徒の支援の中

核となるよう設置の促進や機能強化を推進する」と

あります。 

 支援員の先生方は一生懸命なさっていることは承

知していますが、通所を希望しない不登校児童生徒

に対する訪問支援についてはどのようか、現状を伺

います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 家庭訪問につきま

しては、基本的に学校の先生方で行っていただいて

おります。 

 先ほども申し上げましたように、教育支援センタ

ーの支援員の方々には、そちらのほうに来ていただ

いて教育相談を随時受け付けております。 
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 また、スクールカウンセラーとの連携も図りなが

ら、スクールカウンセラーを呼んで、そして、そこ

の支援センターでカウンセリングを行うということ

も行っております。 

○11番（東 育代君） 通所希望者に対する支援の

みならず、通所を希望しない不登校児童生徒に対す

る訪問支援ということも示されております。 

 各学校と情報を共有しながら、限られた人数の中

で取り組まれていることと思いますが、不登校児童

生徒の割合からすると、もう少し利用者が増えると

よいと思っております。 

 串木野地域の不登校児童生徒のセンター利用状況

はどうでしょうか。「登下校は保護者の責任で」と

ありますが、串木野地域から通うには物理的に厳し

いと思います。 

 串木野地域にもう一か所増やすべきと思っていま

すが、市教育支援センターの増設について伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 串木野地域の児童

生徒の教育支援センターの利用状況についてであり

ます。 

 令和４年度は、利用者数19人のうち串木野地域の

生徒が10人でした。令和５年度は、利用登録者数が

23人中、串木野地域の児童生徒は17人でした。令和

６年度は、６月７日現在で利用登録者は８人中５人

が串木野地域の児童生徒であります。 

 市教育支援センターを増設ということであります

が、現時点での市教育支援センターの登録者数や利

用者数から、現在のところ串木野地域に教育支援セ

ンターの増設は考えてはおりません。 

 今年度から設置した串木野中学校の校内支援教室

において、生徒への支援の充実を図ってまいりたい

と思っています。 

 現在の教育支援センターの設置場所では、児童生

徒が学習や読書、運動など様々な活動がスムーズに

行われております。また、使用できる部屋も幾つか

あり、個別の対応も行われているところです。さら

に、教育委員会が近くにあるということで、緊急時

に迅速に対応が可能であるということ、さらに、今

使っている施設が常時使用可能な場所であることな

どから、現在の場所が最適であると考えております。 

 教育支援センターへの行き帰りについてでござい

ますが、児童生徒の交通事故防止、不審者への対策

など安全面を十分に考慮して、保護者の責任で行う

ように現在は依頼しております。 

○11番（東 育代君） 答弁いただきました。 

 想定内の答弁だと思っておりますが、やはり八十

数人の子どもたちが不登校、そういう中で、利用者

はこういう状況、あるいは串木野地域から23人登録

している。多いんですよね。串木野地域から登録し

ている人も。でも、串木野地域のほうが不登校の数

も多いんですよね。 

 物理的にいろいろ総体的に考えたときに、もちろ

ん今の場所はすごくいい場所だと思いますが、ちょ

っと１か所では少ないのじゃないかなと。これでは

なかなか難しいという思いがしております。 

 こちら側の子どもたちの当事者の目線になったと

きにどうなんだろう。運営するほうの立場、向こう

側、あちら側でなくて、当事者の思いというのを理

解してほしいなと。 

 不登校児童生徒については複雑な要因が絡み合っ

ていることは承知しておりますが、いかに学校が子

どもの本音を引き出すか、適切な支援につなげるか、

国や自治体のサポートに加え、学校現場の意識改革

も必要とあります。当事者目線での課題の整理をす

べきと思います。いかがでしょうか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今議員がおっしゃ

ったように、不登校児童生徒数は昨年度84人でした。

登録者数は23人ということで、少ないのではないか

というふうなことだと思います。 

 ただ、この不登校児童生徒の中では、30人以上が

不登校児童生徒ということで上げてはおりますが、

中には30日ぐらいの子もいれば、150日を超える児

童生徒もいます。一人ひとりの状況によって支援の

仕方は大きく変わると思います。 

 例えば、欠席日数が30日の生徒であれば、１週間

に１日休むか休まないかという状況でありますので、

基本的には学校に登校しているということです。そ

の子どもに対してはできるだけ学校に登校できるよ

うに、そちらに重点を置いて支援しているというこ

とになります。例えば、150日を超えている子ども
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については、週に３日、４日休むわけですので、

様々な支援をしておりますが、その一つとして教育

支援センターに通うことを進めるなど、その子ども

の居場所づくりや社会的に自立できるようにという

ことを目指して対応しております。そのことから考

えると、84人中23人ということに対して多いとか少

ないとかいうのはなかなか判断することは難しいな

と思っています。 

 そもそも教育支援センターというのは不登校児童

生徒の居場所づくり、そして、自ら進路を主体的に

決めさせる場だったり、また、学校復帰への足がか

りのための施設であると同時に、その保護者の教育

相談の場だったり、同じ悩みを持つ保護者同士の交

流の場、関係機関の連携を進めて支援を手厚くする

場、そういったセンター的な役割を持っております。

ですので、今後もその辺を踏まえて考えていきたい

と思っております。 

○11番（東 育代君） ５月17日に、先進地行政視

察で広島県海田町海田小学校の青空教室の取組につ

いて研修してまいりました。 

 そこで、次の質問です。 

 不登校傾向の児童生徒への支援体制として、先進

地の広島県では、校内の空き教室を活用したスペシ

ャルサポートルームの取組がありますが、本市にお

ける校内でのサポート体制について伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 串木野中学校に設

置した校内支援教室のサポートの状況ですが、現在、

串木野中学校の金工室を支援教室にするために整備

を進めております。今回の補正予算で、空調、照明、

パーティション、机、椅子の整備に必要な予算を計

上しております。 

 校内支援教室には心の教育相談員１名を常時配置

し、生徒にとって安心安全な居場所づくりを進めて

おります。５月末までに、昨年度不登校及び不登校

傾向の生徒５名が教育相談や学習支援を行っており

ます。その中で、昨年度150日以上欠席した生徒が、

５月末現在で１日も欠席していないなどの成果も少

しずつ現れております。 

 また、不登校未然防止のために各学級を参観して

回り、担任や特別教育支援員と連携を図って、５月

末までに17名の生徒の教育相談とか教育支援を行っ

ている現状です。 

○11番（東 育代君） 今、答弁をいただきました。 

 運営は現場である串木野中学校ですね。本市の校

内教育支援センターの設置目的、あるいはセンター

の役割、保護者への説明・周知方法、他機関との連

携など多くの課題があるようです。 

 校内教育支援センターの取組について、市の基本

的な考え方を伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 本市の校内支援教

室の目的についてですが、本市の校内支援教室事業

は、学校には行けるけれども自分のクラスには入れ

ないときや少し気持ちを落ち着かせてリラックスし

たいようなときなど相談に乗って学習のサポートを

行うこと、不登校の生徒が安心して学べる環境を整

え、不登校支援や教室での学習が困難な状況にある

生徒の学び場を確保すること、そして、教職員が連

携を図りながら、一人ひとりの実態に応じた学習支

援につなげ、学びの場の充実を図ることを目的とし

て進めております。 

○11番（東 育代君） 小学校で不登校傾向の児童

が、中学校に進級してから不登校になるケースもあ

ると思われます。 

 研修先の海田小学校は、広島県の不登校スペシャ

ルサポートルーム推進校の指定を受けて、運営や組

織的に支援体制の構築がなされておりました。担当

の先生を中心に、常に情報の共有やスクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーとの連携、中

学校との連携が密に取られて、楽しいと思われる授

業づくりがなされておりました。 

 不登校に陥りやすい子どもたちへの早めの対応に

ついて、小学校に設置されていることは大きな意味

があるようでした。 

 本市も小学校への校内教育センター設置は今後の

課題と思いますが、いかがでしょうか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 小学校への校内支

援教室についてでありますが、昨年度から中学校に

配置している心の教育相談員の活用によって、令和

５年度は中学校の新規登録者数が前年度に比べて３

人減ったということを先ほど申し上げました。 
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 心の教育相談員は、子どもの教育相談だけでなく、

別室登校の対応にも当たっています。不登校者数の

抑制現象に対する効果が、先ほど言いましたように

現れております。 

 昨年度は、小学校における新規不登校児童が増加

しております。不登校は、議員もおっしゃったよう

に早期の対応が必要、大切ですので、今後は学校の

実態や要望等を踏まえ、小学校への校内支援教室の

設置について検討していく必要があるとは考えてお

ります。 

○11番（東 育代君） そうですね。やはり小学校

の不登校も増えているということですので、ぜひ早

めの対応が必要かなと。そして、中学校に入っては

落ち着いた環境で学べるということになると思いま

すので、検討していただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 県内の他市町村では、フリースクールを利用する

保護者への負担軽減のための財政支援を求める陳情

等が出されています。教育機会確保法の基本理念に

明記されている不登校児童生徒が行う多様な学習活

動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援

が果たされているとは言えない状態であり、早急な

具体策を講じる必要があるというものです。 

 本市のフリースクールに対する考えを伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 現在、フリースク

ールに通っている児童生徒は本市ではおりません。

今のところ本市では、フリースクールの利用に対す

る財政的な支援、そういった制度もございません。 

 昨年度、子どもを他市のフリースクールに通わせ

たら補助があるのかという問合せは中学校の保護者

からありましたが、実際にはその生徒は市の教育支

援センターに通いました。 

 ただし、本市教育支援センターや校内支援教室に

おいても、フリースクールと同様に、子どもたちの

実態に応じた個別の学習計画を設定し、児童生徒

個々に寄り添った学習の進め方を丁寧に行っており

ます。 

 そのことを踏まえ、教育支援センターや校内支援

教室の活動内容を詳しく説明し、実際の活動の様子

を参観していただいて、児童生徒や保護者に十分理

解していただいた上で、まずは市の教育支援センタ

ーや校内支援教室に通うことを進めていきたいと思

っております。 

○11番（東 育代君） 教育機会確保法の大まかな

五つのポイントの中に、「学校以外の学びの大切さ」

というのがあります。「フリースクールや家庭など

学校以外の多様な学び場を選択することが大切です。

一人ひとりに合った居場所、学習環境を確保するこ

とが重要」とあります。 

 不登校は学校の環境が合っていない状態であり、

誰にでも起こり得るとされております。県内16市町

で、昨年12月までに、フリースクールを利用する保

護者らの負担軽減のための経済的支援制度を確立す

る意見書が国に提出されております。 

 本市にはフリースクールありませんが、近隣の自

治体にあります。今後は学校とフリースクールとの

連携も課題であるように思いますが、いかがでしょ

うか。 

○学校教育課長（西村喜一君） フリースクールと

の連携についてでございますが、現在、本市にフリ

ースクールはございません。また、市外のフリース

クールに通っている児童生徒もいないためで、現時

点でフリースクールとの連携は図っておりません。 

 今後、フリースクールに通う児童生徒が出てきた

場合には、フリースクールの運営状況や学習指導の

内容を把握したり、出席扱い等について協議したり

するなど連携を図っていく必要があると考えており

ます。 

○11番（東 育代君） 中学校３年時点での不登校

の生徒が５年後に学校か仕事に行っている割合を調

べた文部科学省の調査では、「約８割が社会に出て

いる。登校に固執せず、疲れや傷つきがある子ども

をこれ以上追い詰めないことが大切」とあります。

「不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏

まえ、個々の状況に応じた必要な支援」とあるよう

に、いろんな学びの形があってもよいのではないか

と思います。 

 教育機会確保法の五つのポイントの中に、子ども

や親への必要な情報提供が明記されております。

「学校や地方公共団体は子どもや親に必要な情報提
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供をすること」とあります。「休養の必要性や民間

施設の紹介など、個々への適切な支援のために積極

的な情報交換や連携をすること」としていますが、

いかがでしょうか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 現在、市教育支援

センターと校内支援教室においては、それぞれの児

童生徒の実態に応じて個別に学習計画を立て、毎日

の学習内容を設定し活動を行うなど、多様な学びを

支援できるように柔軟に対応しております。また、

利用者全員でバドミントンなどの運動を楽しんだり、

ＡＬＴが英語の学習を行って、利用者同士の交流を

深めたりしています。さらに、学校教育専門員や地

域のボランティアの方が、数学や理科、社会などの

事業を行い、学校から出された課題や定期テストへ

の準備など、様々な学びができるように工夫してお

ります。 

 不登校の児童生徒や不登校傾向の児童生徒に対し

ては個々の状況に踏まえた支援が特に必要であるた

め、それぞれの児童生徒の状況に応じたいろいろな

学びの形は当然考えられると思います。 

 その中で、子どもたちが、将来、進路選択上で不

利益が生じないようにするために、学習指導要領に

示されている知識、技能、思考力、判断力、表現力

と学びに向かう力、人間性という、児童生徒に必要

な資質・能力の育成は必要でありますので、個々の

状況に応じた支援を充実させていきたいと考えてお

ります。 

 また、県のホームページ等にはフリースクールの

情報も出されております。そういったものも保護者

へ周知、そういった支援を行っていくことも考えら

れると思います。 

○11番（東 育代君） 不登校等児童生徒の支援に

ついて、縷々質問を重ねてまいりました。 

 「ほっとルーム」だよりの６月21日発行の記事に、

「不登校の事例は多様で解決方法も多様です。子ど

もを追い詰めず、子どもの居場所をつくってあげる。

学校復帰は諦めない」とありました。 

 今は無理やり学校に行かなくてもよい。でも、こ

のままでよいかと言われると、そうではないです。

不登校児童生徒ゼロにするという高い目標を掲げて

取り組んでほしいと強く願っています。未来の宝で

ある子どもたちが大切な時間を生きる力に変えられ

るよう、当事者に寄り添った施策を期待します。 

 不登校児童生徒の支援について、再度、市長の見

解を求めます。 

○市長（中屋謙治君） 今、不登校の数の問題は、

年ごとに、以前は30人前後だったものが今80人とい

う数字になってきております。児童生徒の数は減っ

てきている中に不登校の子どもたちは増えていると

いう、本当に深刻な状態だと思います。 

 数としては84人なんですが、これは一人ひとり違

うと思うんです。一人ひとりが不登校になった要因、

あるいは学校に行けない要因。ですから、一人ひと

りをしっかりと、なぜそういう状況なのか、学校の

先生、スクールソーシャルワーカー、カウンセラー、

そういう方々がしっかり分析をして、どこにどうい

う手だてをすればいいのか、学校だけではなくて、

家庭も一緒になって、そして一歩ずつ学校に行ける

ような環境づくり、地道な取組だと思いますけれど

も、これが大事だろうと思います。 

 ですから、10人とか20人をひっくるめてやれば一

気に解決するという問題ではないと思いますので、

一人ひとりの要因をしっかりと分析し、そこに寄り

添って解決をしていく、こういうことに尽きるんだ

ろうと思っております。 

○11番（東 育代君） ただいま市長のほうからも

答弁をいただきました。 

 一人ひとりに寄り添うということで、いろんなケ

ースがあると思います。市のほうもいろんな形での

支援、施策をこれからも続けていただきたいと思い

ます。 

 次の、公共施設跡地の利活用についての質問です。 

 先進地行政視察で、徳島県三好市の廃校施設の活

用について研修をしてまいりました。無償での貸出

しは市に利益がなくても地域が元気になると、最大

のメリットとお聞きしました。 

 中学校廃校による学校施設跡地や市の所有する公

共施設跡地について、まちづくりに活かすために早

急に取り組むべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 公共施設跡地活用
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の本市の現状についてであります。 

 本市におきましては、旧冠岳小学校及び日置北部

公設卸売市場の跡地に加えまして、令和８年３月に

閉校する３中学校など、今後、用途廃止となる公共

施設の増加が見込まれております。 

 これらの施設の跡地活用につきましては、今年度

から企画政策課を担当部署としまして、また、全庁

体制で取り組むため、本年４月に公共施設跡地等利

活用検討委員会を設置し、総合的かつ速やかに検討

を行いながら、公共施設の跡地活用に取り組むこと

としております。 

 今年度につきましては、まず、冠岳小学校及び日

置北部公設卸売市場につきまして、活用に関するア

イデアや意向などを把握するため、本年５月からサ

ウンディング型市場調査を実施しております。 

 現在実施しておりますこの調査では、市のホーム

ページに加えまして、国土交通省、日本ＰＰＰ・Ｐ

ＦＩ協会、鹿児島県ＰＰＰ・ＰＦＩ協会のポータル

サイトなどに掲載するほか、文部科学省のみんなの

廃校プロジェクトに掲載しております。そのような

形で全国的に幅広く情報発信をしておりまして、こ

れまで３社から個別の説明や現地の説明の申込みが

来ております。 

 今後、このサウンディング型市場調査の結果を基

に、活用条件などの公募条件、市の支援策などを検

討し、10月をめどに公募を始めたいと考えておりま

す。 

○11番（東 育代君） 今、取組を始めているとい

うことで答弁いただきました。 

 市の所有する公共施設の見直しと、中学校も３校

の廃校がもう既に決まっております。 

 三好市での取組は、施設活用に対する支援、開設

経費補助など行わず、ありのままの状態で無償で貸

出し、原状復帰は求めないとお聞きしました。次の

人は残されたものを活用しながら使用する。無償に

することで補助金返納はないということをお聞きし

ました。応募方法も様々な媒体をフルに活用して広

く公募するとお聞きしております。 

 跡地活用について、市としての方向性を早く示す

べきだと思います。公共施設の跡地の利活用につい

て、市長の考えをお聞きします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 公共施設跡地活用

に関わる市の取組、進め方についてであります。 

 本市においては、令和３年に第１期建物系個別施

設計画を策定し、施設ごとの方針を決定していると

ころであります。廃止と判断した施設や中学校など

民間企業の活用が見込まれる施設については、今後、

公共施設跡地等利活用検討会で跡地の利活用につい

て幅広く検討していくこととしております。 

 具体的な取組としましては、廃止が見込まれる１

年前までに、担当部署において、設備や劣化状況、

補助金や用途制限などの施設ごとの現況を整理する

とともに、地域との調整を図ることとしております。 

 次に、跡地の活用につきましては、それぞれの施

設の立地条件、施設の規模、設備、老朽化の状況な

どが異なりますので、まずはサウンディング型市場

調査を実施し、民間企業による市場のニーズや要望

などを把握することとしております。 

 この市場調査を基に、これらの施設ごとの公募条

件や支援策を検討し、幅広く公募を行うことにより、

速やかに跡地の活用につなげていきたいと考えてお

ります。 

○11番（東 育代君） 担当課長から答弁を受けま

したが、私たちが徳島県三好市のほうに行ったとき

に市長から、「これだけはすればいい、これを本当

にまちづくりに活かしてほしい」ということを担当

課のほうに伝えられて、そして、その担当課は、ま

ちづくりにどのような成果が求められるのか、成果

の追及を求められた担当者は、ほかの仕事との兼任

ではなく、熱意を持って枠組みづくりをまずしたと

いうことでした。「その後、誰が担当しても道筋が

できています」とお聞きしてまいりました。 

 跡地活用については後手後手にならないような取

組が必要と思っておりますが、市長の見解を求めま

す。 

○市長（中屋謙治君） 詳細については先ほど担当

課長のほうから説明したとおりでございます。 

 中学校であっても令和８年統合、そして跡地活用

が出てくるということで、そのときになってどうこ

うではなくて、早めにということで取り組んでおり
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ます。 

 ただ、先ほど御紹介いただきました、他市のいろ

んな考えがあるんでしょうけれども、無償で貸出し、

原状復帰を求めない、そして、次の人は残されたも

のをそのまま使うんだと。大事な公共財産でありま

す。ですから、私どもの中学校を例に取りますと、

三つの中学校が跡地活用という問題が出てきますけ

れども、果たしてどういう使い方がいいのか、先ほ

ど御紹介いただいたような形が果たしてベストなの

かどうかということを含めて慎重に、そして、先ほ

ど申し上げたように、個ではなくて組織として検討

委員会を立ち上げて早めにということで取り組んで

まいりますので、そこら辺御理解いただければと思

います。 

○11番（東 育代君） 市長のほうからも答弁いた

だきました。 

 無償で貸し出して、そして、市としては利益はな

い。ただ、まちづくりに活かせたら市としての利益

はあるという考え方の取組を紹介いたしました。そ

れがこの市に当てはまるかどうか分かりませんが、

他市では跡地活用については前向きに活かすにはど

うしたらいいか、そして、まちづくりにこの後活か

すにはどうしたらいいかというようなことを真剣に

考えた取組を紹介いたしました。 

 市長の答弁もいただきましたが、このことについ

ては、その後、またいろんな形で質問させていただ

きたいと思います。 

 以上で一般質問の全てを終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、大六野一美議員の発

言を許します。 

   ［９番大六野一美君登壇］ 

○９番（大六野一美君） 私は、多くの市民の方々

から寄せられました声を基に、通告をいたしました

２件について、市長の御見解と御所見をお伺いいた

します。 

 １件目は消防行政に関する質問であります。 

 令和５年度末をもって複数人が退職をし、消防業

務に関して支障がないのかと大きな危惧をするとと

もに、以前認定をされたパワーハラスメントとの関

係もあって、人間関係を含め機能しているのか心配

をしての質問であります。 

 山本五十六の言葉に、「やってみせ、言って聞か

せ云々」というくだりがあります。まさしく市長が

常々言われている、「上に立つ者は下の者に背中を

見せなければいけない」とよく言われます。自ら動

かず職位を利用して上意下達だけで人間関係が構築

されていないところに大きな問題があると言わざる

を得ません。志半ばで退職せざるを得なくなった本

人はもとより、家族の今後を考えると胸が痛みます。 

 この事案が全くパワーハラスメントと関係がない

ことを願いながら、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 大六野一美議員の御質問に

お答えをいたします。消防行政の在り方についてと

いうことであります。 

 本年２月、パワーハラスメント事案が確認され、

消防職員１名を懲戒処分としたところであります。

市民の生命と財産を守ることを本務とする消防の現

場において、パワーハラスメントが確認されたこと

は誠に遺憾であります。管理監督の立場にある責任

者として深く反省するとともに、市民並びに議会の

皆様方に大変申し訳なく、心からおわびを申し上げ

る次第であります。 

 現在、再発防止に向けてアンケートや研修会の実

施など、ハラスメント防止に関する取組を強化する

とともに、訓練の在り方を含め、職場環境の改善に

努めているところであります。 

 消防は、火災、救急、災害などの現場活動におい

て有事即応の体制を確保するため、24時間の交代勤

務体制で寝食を共にしており、また、危険で命に関

わる業務であるからこそ良好な人間関係を構築し、

チームワークと信頼関係の上で円滑な活動が成り立

っているものと思います。 

 今後も業務改善を重ねながら、市民の安心安全を

守る消防組織として市民の負託に応えてまいります。 

○９番（大六野一美君） 消防という特殊な職柄、

厳しさも規律も当然求められます。 

 ただ、先ほど言いましたように、自分は動かずし

てただ職位をもって上意下達、人間関係が構築され

てないところに大きな要因があると私は見ています。 
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 今ありましたように、パワーハラスメントと認定

をされて、そして、それなりの懲戒処分があったみ

たいですけれども、いろんな声を総合しますと、

「あのぐらいの懲戒でいいのか」という声がたくさ

んあります。当然、内規に基づいて処分をされたの

は承知をしておりますけれども、その後の当人の行

動、言動が、やっぱり辞めたこの人たちにも大きく

影響しているんじゃないのかという声であります。

辞めた本人はもちろん、家族を含めて、あるいは本

市にとっても大きなマイナスであります。 

 48名中４名が同時に中途退職をするなんて、これ

は異常事態だと僕は捉えています。同時に現職が４

名辞めて、数少ない消防職員の中で、もし大きな災

害があったときに機能するのか、これさえも不安に、

感じます。 

 辞めた数は新しく採用すればいいというもんじゃ

ない。当然、それまで消防学校やいろんな訓練を経

て、資格を取って、これから市民の安心安全のため

に活躍するであろうといった若い人たちが途中で辞

めるなどということは、本人にとっても大きなマイ

ナスでありましょうし、本市にとっても大きなマイ

ナスである。幸い大きな災害等々が、今、本市にあ

りませんのでまだ何とか回るんでしょうが、もし能

登みたいにああいう大きな災害があったときに、本

当の意味で消防行政がうまくいくのかという思いを

しております。 

 重ねてお聞きをしますけれども、２月に認定をさ

れたパワーハラスメントとの関係は辞めた４人につ

いては全く関係がない、影響がないという認識でよ

ろしゅうございますか。 

○消防長（下池裕美君） 最初になりますが、先ほ

ど市長の答弁からもありましたけれども、市民の生

命と財産を守ることを本務とする消防の現場におい

て、パワーハラスメントが確認されたことは誠に遺

憾であります。消防本部の責任者といたしまして深

く反省するとともに、市民並びに議会の皆様方に大

変申し訳なく、心からおわびを申し上げる次第であ

ります。 

 今後の対応としましては、全職員に対し、再発防

止に向けて目配りや気配りを行うとともに、アンケ

ート、研修会、職員面談等を実施いたしましてハラ

スメント防止に関する取組を強化するとともに、訓

練の在り方なども含め職場環境の改善に努め、市民

の信頼回復に努めてまいります。 

 さて、退職者とハラスメントの関係ですが、昨年

の４名の普通退職者は、20歳代が２名、50歳代が２

名でありました。退職の申出の際に行った面談では、

本人の今後の計画等を伺うほか、これまでの業務や

訓練の在り方に対する考え方、職場における人間関

係等も確認したところでありました。４人それぞれ

の考え方がありまして、これまでの消防人生での経

験を活かす職場への転職、それから、ふるさとを思

う職への転職のほか、給与や休暇などの労働条件が

退職理由でありました。それぞれの今後の人生設計

を尊重しての対応となったところでございます。 

 ハラスメントの関係ですが、退職に要する要因と

して、訓練や現場活動時における職員間での指導等

において強い口調等は感じたと話す職員はいたもの

の、パワーハラスメントとの関連はありませんでし

た。 

○９番（大六野一美君） 内部で調査をするという、

そういう答弁なんですよ。 

 ただ、我々が聞いている範疇は全く逆なんですね。 

 今朝も同僚議員からありましたけれど、「やっぱ

り消防の内部はおかしい」という声があるというこ

とであります。あなた方はそれを当たり前だと思っ

ているけれど、第三者から見ると非常に違和感が持

てるような環境下にあるということなんですよ。僕

が作って言っているんじゃないんだよ、消防長。そ

ういう声があったからこそ、ましてや途中退職４名

が家族を犠牲にせないかん者もあるだろう。いろい

ろある中で、志半ばで退職をするなどとは、よっぽ

ど覚悟がないとできない。ましてや、まだ退職予備

軍もいるとも伺っております。それはあなたが消防

長になってからの案件だけではないんですよね。そ

れ以前からの問題なんです。 

 それを気づかなかった市長、任命権者としてどう

いうふうな見解を持って、どういうふうに今後され

ていきますか。 

 市長は常々、「後ろ姿を、後ろ姿を」と言われる。
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先ほど山本五十六の話もしましたけれど、ああいう

くだりですよ。そこは人間関係が構築されてないか

らこういうことになるんです。いじめの問題もしか

り、やっぱり似たような問題があると思うんですよ。 

 我々も、過去、人に使われ人を使ってきましたけ

れど、やっぱり人間関係がしっかりできていると、

言われても怒られても冷静になると理解ができる、

これが人間関係だと僕は捉えています。 

 「ただ職位が上だから、自分の感情がままに」と

私はお聞きをしておりますので、市長が消防署に対

して、消防職員に対してどのような常日頃後ろ姿を

見せられているのか、もうちょっと、市長、消防署

にも後ろ姿を見せるべきだという思いで今回質問を

しております。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど壇上から申し上げた

ように、消防署内において、今回、パワーハラスメ

ント事案が確認されたと、このことについては大変

申し訳ない。 

 ただ、消防現場としますと、一般の事務職と違っ

て消防業務は危険な命に関わる職務であるというこ

とで、ついつい現場の指導であったり訓練であった

り、こういうものも厳しさが求められるという一面

は御理解いただけるかと思います。 

 先ほど議員お説のとおり、そういった厳しい指導

であったり訓練であったり、このものを超えるしっ

かりとした人間関係が大事であると。私どもとすれ

ば、昨年度だけではなくてここ数年、途中退職が出

てくる。消防に確認する中で、果たしてこれだけで

いいのかという思いの中で、消防の将来的な広域化

の問題を見据えて、消防だけに任すのではなくて、

市長部局のほうで職員のアンケートを取ったらどう

かということで、今回、昨年の12月、市長部局総務

課のほうで消防本部全職員を対象に職場環境等につ

いてのアンケートを取ったところでございます。 

 そのアンケート結果の中において、パワーハラス

メントを訴える記載があったことから、今年１月中

旬、職員に聞き取りを行い、事実確認を行った結果、

パワーハラスメントと認定をしたということであり

ます。 

 先ほども申し上げましたように、二度とこういう

ことがないように、危険な職場である、そして24時

間体制の寝食を共にする職場である、だからこそし

っかりとした信頼関係、人間関係が必要だというこ

とを繰り返し繰り返し研修で訴えて、職員に自覚を

求めていきたいと、このように思っております。 

○９番（大六野一美君） 市長、当然、消防業務と

いうのは厳しさと規律と、そしてかつ人間関係の上

に成り立っていかないといけない職務だと私は思っ

ている。それが、先ほど来言っていますように、職

位が上だからということで自分の感情に任せて云々

ということで、こういうパワーハラスメントと称さ

れる事案が発生をしたんだと。それは人間関係、ど

こでもありますよ。いじめ問題も一緒。大なり小な

りあります。それをパワーハラスメントとするかし

ないかは、先ほど来、何回もすっぱく言っています

ように人間関係なんです。 

 今、市長が言われますように、市長部局から行っ

て見れば一番分かるはずなんです。真っ白な目で。

ただ何もかも隠そうとする消防行政であったらいか

んと。 

 ここで言っていいか悪いか分かりませんけれど、

過去、私も消防に関して非常に不快なといいましょ

うか、でないといいましょうか、そういう事案を実

際に見ましたので、やっぱりそういう緩んだ中での

ことなのかなという思いもしています。 

 ここで、聞きたいことははっきりと言いましたけ

れど、ここで言うべきはちょっと遠慮することとし

て、何もかも都合が悪いと隠そうとする。本市だけ

じゃない。鹿児島県も、今、いろいろ問題になって

いますけれど、あれが公務員体質というんでしょう

かね。少なくとも４名同時に退職をしたというこの

事実。48名のうちの４名。大きな比率ですよ。 

 そして、業務に支障がないとすれば、残った人の

個々の能力は高いのか、幸い大きな惨事がないのか

ということになろうかと思いますが、今年採用して

すぐ戦力になるわけでもありませんからね。いろい

ろ訓練をし、経験を積んで、いざというときに市民

の安心安全と命を守ってもらう。こういう大きな使

命感の上に立つと、本当に私は、同時に４名が辞め

たというこの事実を市長はどう捉えているんだろう
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と、任命権者としてどういうふうに捉えているんだ

ろうという思いで質問をしているんですよ。 

 消防長は消防長になって１年ちょっとだから分か

らん部分もあるだろうけれど、分からんじゃ済まん

のよね。なっている以上はその責任はあるわけだか

ら、それを許すほど私は甘くない。 

 少なくとも、今、消防署内でもいろんな声を聞く。

私だけじゃない。その声にあんたらは耳を塞いで隠

そうとしたって無理なんだって。もう少しこの現実

を、あんたは先ほど辞めた人がこうこうで、まだあ

と職についてない人もいるじゃないですか。そうい

う彼らの無念を思うと、消防長、そんな悠長なこと

言っている場合じゃないと俺は思う。 

 もう少しこのことで退職予備軍がいるとすれば、

もう一回調査をして、内部調査だけじゃ駄目だと思

いますから、議会も交えてやりませんか。それぐら

い僕は緊急事態だと思っているんですよ。48名中４

名が辞めるなんていうのはね。 

 それは消防長どうですか。議員も交えて聞き取り

なり懇談なりやりませんか。 

○副市長（出水喜三彦君） 先ほど来、消防である

からこそ危険が伴うからこそ厳しい指導もあるとい

うようなお話もございました。ただし、それにつき

ましては業務上必要な範囲であることが求められる。

このことをもって、今回、ハラスメントにつきまし

て処分を行った状況であります。 

 これにつきましては、処分の後、該当する個人が

思いを新たに取組を進めることも大事ですけれども、

背景となった職場環境、個人の人間関係だけではな

く、訓練の在り方でありましたり休暇の取り方、労

働条件、こういったものが過度に職員の負担になっ

ていなかったかどうかの検証も必要かと思っており

ます。 

 処分の後、消防行政の在り方ということで、訓練

のやり方でありましたり、参加の姿勢、求めるレベ

ル、こういったものも見直しを進めております。そ

して、おっしゃいます人間関係につきましても、消

防の内部において組織の中でコミュニケーションを

十分に取ること、こういったことで進めております。 

 調査ということがございました。これは市当局の

総務課が中心になりますが、これにつきましては昨

年行いましたアンケートに加えまして、毎年これを

行った上で必要に応じて聞き取り、その中で課題と

なる問題点があれば改善していく、このことに努め

たいと思います。 

○９番（大六野一美君） 副市長、この事態におい

て、そういう悠長なことを聞いている暇は僕にはな

い。もうちょっと緊張感を持って。 

 さっきから言っていますように、消防という職業

柄、訓練は厳しさも規律もスピード感もいろいろな

きゃいかんということは重々承知をしている。返す

返すもくどいようですが、人間関係なんですよ。そ

ういうことは重々承知の上で入ってきた人たちです

からね。一人で訓練するんじゃないんだから、何人

もすると、だから耐えられるんですよ。人間関係さ

えぴしゃっと構築されていれば。僕はそういうこと

を言いたいんですよ。訓練が厳しいとか何が云々と

いうことを個々について言うつもりはない。ただ、

人間関係が構築をされてないからこういうパワーハ

ラスメント事件が発生し、かつ、まだ辞めたいと言

う人もいるというように聞いている。そういう実態

をちゃんと踏まえて、副市長、他人事のように言わ

んと。僕は緊急事態だと思っていますよ。何か大き

な災害があったり何かあると。 

 先ほど言ったように、県のほうも隠したがるし、

本市も隠したがるのか分からんけれど、出すべきう

みはちゃんと出して再出発をやらないと、一時的な

処方箋で事が全てうまくいくようだったら要らない

んですよ。出すべきうみはちゃんと今回出して、そ

して、今言われますように、今後こういうことが二

度とないようにというのはその後ですよ。ただ聞き

取りをちょこっとして、アンケートをちょこっとし

て、それで収まるような問題じゃないからあえてこ

うして質問をしているんですよ。 

 当局だけの聞き取りやら質問で僕は収まるとは思

ってない。だから議員も交ぜたらどうやということ

を言ったんですが。 

 そういう点については、副市長、どうですか。や

っぱり当局だけでやりますか。 

○副市長（出水喜三彦君） 昨年度行いましたアン
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ケート、そして、その後のパワーハラスメントの認

定、ここにつきましては、当然、市のほうでアンケ

ートと聞き取り行いましたが、その状況、内容等を

踏まえてハラスメントの専門家、そして顧問弁護士

に相談の上に対応してきたところであります。 

 大事なことは、これを一過性に終わらせることな

く、常にその状況を検証することだと思いますので、

アンケート等含めまして引き続き行ってまいりたい

と思います。 

○９番（大六野一美君） ４名の退職者を出すなん

ていうのは、いずれにしても、本人にとっても本市

にとっても大きなマイナスだと思っていますので、

こういうことが、今、副市長言われるように、二度

とあったときにどういう覚悟を持って臨まれますか。 

○市長（中屋謙治君） 今回の退職、それからパワ

ーハラスメント認定については、消防長、副市長が

答弁したとおりでございます。 

 今後でありますけれども、やはり消防というのは

採用から退職まで、消防職員、今48名という定数の

中で途中で異動がございませんので、あったとして

も、今、分遣所、消防署という同じ組織の中で20年、

30年と厳しい消防業務に従事するわけであります。 

 アンケートの話がございました。消防内部で組織

があったり取組があったり、勢いどうしても内部の

話となりますと表に出てきづらいということがあっ

て、今回、初めて市長部局の総務課のほうでアンケ

ートを取るべきじゃないかということでアンケート

を取る中で、先ほど来申し上げたような事案が確認

をされたということであります。 

 そして、アンケートを取るまでもなく、日々、日

常においてそういった懸念される部分は、ハラスメ

ントの相談員を市長部局、消防署それぞれに全部で

今10名任命しておりますけれども、消防職員はどう

しても内部のことになりますと相談員を任命してい

ても相談しづらい面がありますので、市長部局の総

務課を中心とした職員に話が通せるような体制と、

そして、アンケートを実施する中で現場のそれぞれ

の職員が抱えている悩み、そういうものをできるだ

け早くキャッチして対策を取っていきたいというこ

とで御理解いただければと思います。 

○９番（大六野一美君） 市長、御理解はいいんで

すが、もうこういうことが度々再度再発するような

ことがあればいかんという思いであります。訓練や

指導で厳しいことは当然あってしかるべし。返す返

すも信頼関係がないからこういう実態に陥っている

んだろうと私は理解をしております。 

 そういう意味で、市長、もう一回しっかりと実情

を把握されて、消防長共々、もう二度とこういうこ

とを言わんでいいように、ちゃんとしっかりした消

防体制をつくっていただきたい。できますよね。で

きますよね。小さくうなずいて、そういうことです

からしっかりと、今の現状は決してよくないという

ことだけは伝えておきたいと思います。 

 次に、分遣所の話になりますけれども、以前、一

極化したほうが機能的に限りある署員の中で一番機

能するんだという説明を受けて早何年になりますか

ね。消防署の統廃合に向けて動きがないのはどうい

うことですか。 

 48名体制の中で一緒にしたほうが一番機能的には

スムーズにいくんだという説明を受けた過去があり

ますけれど、それが全く動かない理由は何ですか。 

○消防長（下池裕美君） いちき分遣所についてで

あります。 

 分遣所施設を防災訓練拠点として残しつつ、部隊

の一元化を図ることが望ましい対応ではないかとし

ていまして、初動体制や警防体制など一元化により

消防隊の強化等の一定の充実が図れないかと本署へ

の統合を検討してまいりました。 

 しかしながら、近年の救急出場件数を見ますと、

高齢化の進展等を背景といたしまして救急需要は増

加をしております。令和５年中におきましては

1,453件、前年比40件の増加です。合併時と比較し

てみますと約300件を超える状況であることから、

現状の常時救急車２台の運用が必須と考えられるこ

とに加えまして、統合した場合の基準である救急車

１台運用では、一部の地域において現場到着時分の

遅延が懸念をされます。 

 このように、社会情勢の変化と救急事案の増加す

る中においては、部隊の効率化だけでなく住民サー

ビスを低下させないための方策の検討が必要である
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ことから、現時点での統合には引き続き検討が必要

であるとしたところでございます。 

 また一方で、本年１月の能登半島地震を受け、国

において本年３月と４月に消防の広域化に関する基

本計画等が改正され、新たに推進期限を令和11年４

月１日までとするなど、組織の広域化等のさらなる

推進への取組が示されております。中でも通信指令

システムの共同運用が推奨され、本市も更新時期を

迎えていることから共同運用の検討が必要であり、

将来を見据えた消防行政並びに分遣所の在り方の協

議が必要であると捉えていることから、引き続き、

住民サービスの低下とならない方策を検討してまい

ります。 

○９番（大六野一美君） 以前、我々が説明を受け

たのは、48名の限りある署員の中で、ここにまとめ

てしたほうが機動力を発揮できるし、そういう説明

を受けているんだよね。今、消防長が言うのは全く

その話とは逆だね。どこでそういうふうに話が変わ

ったのかな。それはあんたが作ったの。我々が聞い

たのは、以前、公式の場でちゃんと、数少ない職員

の中で、初動体制を含めて一つにしたほうがいいん

だという説明を受けての話なんでしょう。 

 一緒にすれば市民へのサービスが低下をするとい

う話。とすると、最初、説明を受けたときの話との

整合性はどうなるんでしょうね。我々はうそを聞い

ていたという話になるんですか。 

○消防長（下池裕美君） 先ほどの繰り返しになる

面もありますけれども、今回のこの見直しにつきま

しては、消防、そして市長部局の総務課にも入って

いただきまして協議をして、この方針を定めたとこ

ろでございます。 

 要因としますと、先ほど答弁にもありましたけれ

ども、近年の救急出場件数、高齢化の進展等を背景

として増加している。令和５年中は対前年比で40件、

合併時と比較しますと約300件を超える状況という

ようなこと、それと、本年１月の能登半島地震を受

けての国の対応、広域化の推進というものが言われ

ております。この中身を協議をする中で、現状では

通信指令システムの共同運用が推奨されていること

から、この取組も併せて協議が必要であるといった

ようなことでまとめたところでございます。 

○９番（大六野一美君） 全く理解し難い、私にと

っては理解不能な答弁でありますけれど、またこの

ことは後々発言をさせていただくこととして、次の

質問に移ります。 

 市営住宅の現状についてであります。 

 とりわけウッドタウンの廃墟をかいま見ますと、

草ぼうぼう、何というんでしょう、散見をされます。

確かにいろんな条例、条項は分かっているつもりで

おりますけれども、本当にあのままでいいのかと。

市営住宅をみんな平等にというのは担当課長の思い

でしょうけれど、当然、そうでしょう。しかしなが

ら、あそこに持ってきた経緯等々を考えますと、あ

のままで喜ぶ人は誰もいないんですよ。「いけんか

ならんとか」という声がいっぱい来ます。説明はす

るんですよ。補助事業でこうして云々や子どもがい

てどうたらこうたらという説明はしますけれど、本

当にあのままで置いておいてどこが一番得をするん

でしょうね。 

 担当課長、分かるんですよ。今の状況下ではこう

こうであってこういう枠があってというのは分かっ

ている。分かっているけれど、それをそのまま放置

することは市にとってもあの住宅にとっても決して

プラスにはなりませんわね。もうちょっとアイデア

と工夫を凝らしながら何とかならんもんかという市

民の思いを聞いての質問です。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 市営住宅の入居率

について、まず説明申し上げます。 

 令和６年３月末現在で、市営住宅の入居率は

77.7％でございます。そのうちウッドタウンの入居

率が73.2％となっております。 

 市営住宅の管理につきましては、シルバー人材セ

ンター等へ草払い等の委託をしており、ウッドタウ

ンの令和５年度の実績は、空室の庭について９月に

１回除草を行い、周辺の雑木等の伐採を行ったとこ

ろでございます。 

 入居者等の要望や現状など優先順位を考慮しなが

ら施設の管理に努めてまいりたいと考えております。 

○９番（大六野一美君） とりわけウッドタウンは

73.2％ですか。４軒に１軒は空いているという現状
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ですよね。これをだからこのまま置いておいて。分

かるんですよ。補助金で造って云々枠があるという

ことは分かっているんです。分かっている中でもあ

えて言わなきゃ当局は動かないというのが常々です

のでね。担当課長、もうちょっといけんか工夫をし

なきゃ、あのままでいいと思っている人は誰もいな

いし、ただ閉め切ったりすると、何年後になるか分

からんけれどいずれ朽ちてくると。こういう自然の

流れを考えますと、もうちょっといい妙案がないも

のかと。 

 担当課長がなければほかの課長はなおないんでし

ょうけれど、何か妙案はありませんか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 市営住宅の入居基

準につきましてであります。 

 入居基準には裁量階層というのがございまして、

現在同居する子どもが小学生未満の場合について、

月額21万4,000円以下の方が入居できるということ

になっております。これの入居基準を緩和するため

に、同居する子どもが高校生までということで、入

居基準の緩和を考えるところでございます。 

 あわせて、現在、高齢者などにより単身の入居が

可能となっている基準につきましてでございますが、

同居親族の要件を見直すことで単身の入居が可能に

ならないかということで、今後取り組んでまいりた

いと考えているところです。 

○９番（大六野一美君） 担当課長、分かるんです

よ。いろんな内規の条件、条項というのは分かって

あえて言っているんですけれど、あの実態で、あの

状況で、このままほっといていいですかということ

ですよ。 

 かつて黄色い帽子を被った子どもたちが坂を下り

てくるあの姿を見ますと、非常に元気と勇気をもら

ったものです。若い人たちというのは新しい家には

入るけれど古い家には入りたがらないんですよ。だ

から、条件を緩和して、そのままいたいと言う人に

は一部家賃補助でもしてとどまってもらうことのほ

うが、どっちみち償還時期が来れば償還せないかん

わけだから、少なくともちょっとでも足しになるの

に、例えば、今まで３万円だったのを、いや、こう

して上がりますという過程の中で、上がる分の補塡

をしてでもいけんかならんのかという思いなんです

よ。あのまましていたって誰も得する人はいないで

すもんね。 

 ということを、担当課長、私は聞いていますが。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 現段階の基準によ

りますと、家賃補助等を行うことは難しいことから、

入居がしやすくなるような制度、単身であったりと

か階層を見直したりとか、そういった形で取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○９番（大六野一美君） 単身でも何でも入る人が

いれはまだいいよ。現実的に、車がないとなかなか、

移動等を含めて地理的にそういうことですから。時

計が止まってちょっと面食らいましたけれど、担当

課長、そういうことですよ。 

 若い人たちに「古いのに来なさい、入ってくださ

い」と言ったって来ないんです。総じて。だから、

現実を考えるともう少し、緩和をするのもいいけれ

ど、今までいた人に何らかの、私は家賃補助という

形が一番いいのかなと思っています。 

 ちょっと前向きに、いい妙案を、次、問うときは

出していただくように期待をしながら、それ以上の

答弁は求めません。 

 市長の肝煎りであった洋上風力発電も県の認可は

下りずに頓挫を現状しているようでありますけれど

も、市長が全身全霊をかけたそのことが、市長はど

こに今度はエネルギーをつぎ込まれるのかなという

心配をしながら、私の一般質問の全てを終わります。 

○議長（中里純人君） ここで昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時15分とします。 

             休憩 午前11時47分 

             ───────── 

             再開 午後１時13分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、江口祥子議員の発言を許します。 

   ［４番江口祥子君登壇］ 

○４番（江口祥子君） 皆様、こんにちは。公明党

の江口祥子でございます。 

 私は、さきに通告いたしました２件について質問

いたします。 
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 初めに、献血の推進についてでありますが、まず、

献血の歴史について触れたいと思います。 

 献血は、戦後の日本では、民間の商業血液銀行に

より生活費を得るために血を売る人も多く、売血の

頻度が高い人の血は赤血球が少なく、黄色い結晶が

目立つ黄色い血液と呼ばれ、輸血の効果が少ないば

かりか、時には肝炎など副作用を招くこともあった

そうです。 

 政府は1964年、血液事業の正常化を図るため、輸

血用の血液を献血によって確保する体制を確立する

ことを決め、国、地方公共団体、日本赤十字が一体

となった献血による血液事業が本格的にスタートし

ました。酸素や栄養の運搬、血液の生成等、血液の

機能を完全に代替できる人工血液は存在しないため、

現在も多くの献血がたくさんの命を救っています。

献血という命を救うボランティアが始まって、今年

60周年を迎えるようです。 

 それでは、質問に入ります。 

 少子高齢化により献血可能な人口が減少している

中、近い将来、輸血用の血液が不足するとの推計が

出されています。 

 将来に必要な輸血用の血液を確保し続けるための

取組について、市長の所感を伺い、また、本市にお

ける献血推進状況について伺いまして、壇上からの

質問を終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 江口祥子議員の御質問にお

答えをいたします。献血の推進についてということ

であります。 

 先ほどは献血の歴史についてもお述べになられた

ところであります。 

 献血はけがや病気で輸血を必要とする患者の貴い

命を救うため、自分の血液を無償で提供する行為で

あり、いわゆる命をつなぐボランティアとも言われ

ております。さらに、血液は人工的に作ることがで

きず、献血でしか必要な血液を確保することができ

ないこと、また、献血により作られた血液製剤も長

期の保存ができないことから、献血の推進は極めて

重要な取組であります。 

 このため、献血については法律においてその目的

や理念などが定められており、地方公共団体の責務

として、「都道府県及び市町村は、基本理念にのっ

とり、献血について住民の理解を得るとともに、採

血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよ

う必要な措置を講じなければならない」、このよう

に規定されております。このため、本市においても、

国、県をはじめ、関係機関、団体と連携して、献血

の推進に取り組んでいるところでございます。 

 しかしながら、お述べになられましたように、近

年、少子高齢化の進行に伴い、献血可能な人口が減

少し、特に30代までの若年層の献血者数が年々減少

していると言われており、将来にわたって安全な血

液を安定的に確保することが重要な課題となってお

ります。 

 このため、本市においても、引き続き、市民の皆

様に献血への理解と協力を呼びかけ、献血を推進し

てまいりたいと考えております。 

 なお、本市におけます献血の推進の状況につきま

しては、担当課長のほうから答弁をいたさせます。 

○健康増進課長（久保さおり君） 本市における献

血推進の状況についてであります。 

 本市におきましては、鹿児島県献血推進計画に基

づき月ごとの献血者数の目標を設定し、保健所及び

血液センターと連携して、ポスター掲示や広報紙、

市ホームページ等での献血の普及啓発や献血バスの

受入れ協力などを実施しております。また、市献血

推進会議を開催し、市内教育機関や企業、団体等と

連携し、献血の推進に取り組んでおります。市役所

や市民文化センターで献血がある際は、広報紙や防

災行政無線、公式ＬＩＮＥ等で市民の皆様に周知を

行い、職員にも、直接、献血の呼びかけを行ってお

ります。 

 令和５年度は市内において19回献血が実施され、

献血者数は613人でありました。令和４年度と比較

して45人増加しておりますが、少子高齢化などの影

響により、10年前の平成25年度の献血者数991人と

比較すると約４割減少しております。 

○４番（江口祥子君） 全国における献血者数は減

少傾向にあり、本県の献血者数も昭和61年度にピー

クとなる15万4,308人を数えたが、その後、減少を
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続け、令和４年度は６万3,981人でありました。ま

た、若者層の献血離れが続きますと、将来、輸血用

血液の安定供給に支障のおそれがあると、厚生労働

省と日本赤十字は、早いうちから献血に関心を持っ

てもらうための小・中・高生や大学生への啓発活動

を強化しているとのことです。 

 質問として、献血の量の減少における10代から30

代の献血者の減少が問題となっていますが、ここへ

の啓発、取組について伺います。 

○健康増進課長（久保さおり君） 10代から30代ま

での若年層への普及啓発についてであります。 

 全国では、近年の少子化に伴い、特に10代から30

代の若年層の献血者数が減少しており、一方で、高

齢化により血液の需要が増加することが予想されて

いることから、今後、血液を安定的に確保するため

に、若年層の献血者の確保が重要となっております。 

 鹿児島県におきましても、令和５年度の実績では、

10代から30代までの献血者は１万8,967人、前年度

と比較して1,284人、6.3％減少しております。 

 若年層への普及啓発については、県や血液センタ

ーにより、中学生や高校生などへ命の大切さや献血

の重要性を伝える献血セミナーを実施しているほか、

中学生を対象とした血液センターへの職場体験学習

の受入れ、県内の大学生等で構成される鹿児島県学

生献血推進協議会による若者世代同士での献血の呼

びかけなど、様々な取組がなされているところです。 

 本市においても、先の献血セミナーが令和５年度

は羽島中学校や串木野中学校、神村学園高等部で実

施されており、12月には商工会議所が主催したイベ

ント内において、小学生を対象とした献血教育教室

も行われております。また、神村学園高等部におい

ては、年に２回、学校での献血にも長年取り組まれ

ているようです。 

 病気やけがの治療に使われる安定的な献血の確保

のために、市としましても、今後も引き続き県や血

液センターと協力連携して、企業や学校、各種団体

等への協力を呼びかけ、市ホームページや広報紙等

での広報を若年層にも分かりやすいものに工夫する

など、献血の重要性の啓発に努めてまいります。 

○４番（江口祥子君） 厚生労働省が作成している

「けんけつ ＨＯＰ ＳＴＥＰ ＪＵＭＰ」の冊子

が高校生には配布されています。この冊子です。 

 これによると、なぜ献血が必要なのかについて書

いてあるんですが、１番に、がん、白血病、手術、

出産など血液を必要とする患者が多いこと、２番目

に、血液は人工的に作れないだけでなく長期保存が

できないこと、３番目に、１人当たりの献血回数、

量には制限があること、この３点から本当に必要と

なるので、献血ができる年齢が16歳ということは、

高校生になるといつでも献血ができますが、高校生

になって始めたのではなかなか増えないため、しっ

かりと中学生から授業を通して献血への理解を深め、

啓発に努める必要があると思います。 

 そこで質問ですが、16歳から献血が可能となるこ

とから、中学生への献血の重要性についての学びの

現状について伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 中学生への献血の

普及啓発についてでございます。 

 全ての中学校におきまして、血液教室、血液を学

ぶ教室として、血液の働きや役割、血液に関する病

気などについての血液についての学習を教育課程に

位置づけております。その中で、献血の目的や種類、

献血後の血液の活用など、献血についての内容も含

まれております。講師としましては、県赤十字血液

センターの職員や学校薬剤師を招聘し、日本赤十字

社作成の資料や映像を活用した授業を行っており、

献血者の大切さについて啓発しております。 

 今後も、各学校において生徒の血液に対する理解

を深めるために、血液に関する学習活動の充実に努

めるよう指導していきます。 

○４番（江口祥子君） 皆様それぞれ献血の経験が

あると思いますが、厚生労働省が献血経験者を対象

に実施した調査では、多くの人、特に初回献血の場

所が高校生だった人が、高校での献血がその後の献

血への動機づけに有効と考えていることが分かりま

した。16歳から参加できる献血のことを中学校で学

ぶべきと思います。 

 質問として、日本赤十字社では子ども向け献血啓

発動画を作成しております。血液のことから献血の

ことまで、タイトルは「なるほど献血！～教えて博
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士！献血はなぜ必要！？」の10分程度のアニメーシ

ョンですが、学校教育、保健体育の時間など活用で

きないか伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 子ども向けの献血

啓発動画の学校教育の中での活用についてでござい

ます。 

 中学生を対象とした献血の普及啓発については、

文部科学省、県教育委員会から依頼文書を受け、本

市教育委員会から各学校長宛てへの文書を出してお

ります。啓発資料の中には日本赤十字社及び厚生労

働省作成の動画を紹介するものも入っており、生徒

の実態に応じて学級活動、総合的な学習の時間の学

習の中で効果的に活用している学校もございます。 

 様々な動画の紹介が記載されている資料を周知し

て、指導が充実するように学校への指導を行ってま

いりたいと思います。 

○４番（江口祥子君） 子ども向け献血啓発動画は

小・中学生向けのアニメーションでありますが、小

さい頃からの意識づけが大事ということでできてお

ります。学校現場での学びの機会を増やすことで献

血への理解を深め、将来の献血者を育てる重要な取

組と思います。 

 献血は命をつなぐボランティアであり、自分の血

液を自発的に、かつ、無償で提供することにより、

多くの命が救われます。 

 いちき串木野市では、定期的に献血活動が行われ

ています。７月は愛の血液助け合い運動月間です。

いつでも患者に血液をお届けできるよう、定期的な

献血の御協力と若い世代の方々の御協力が重要であ

ることへの積極的な普及啓発活動に期待をいたしま

す。 

 次に移ります。 

 ２項目めは、起立性調節障害についてであります。 

 自律神経の不調により頭痛や目まいが起こる起立

性調節障害が不登校の原因の一つになっています。

小・中学校の現状や相談体制など、取組を伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 起立性調節障害の

診断を受けている児童生徒の数と相談体制について

でございます。 

 昨年度、医師から起立性調節障害、またはその傾

向があると診断された長期欠席者の児童生徒は６人

でした。 

 起立性調節障害の児童生徒だけでなくて、様々な

理由で登校できない、教室に入れない、遅れて登校

するなどの児童生徒のために、各学校においては、

別室登校として保健室や特別教室等で対応し居場所

づくりに努めるなど、一人ひとりの実態に応じて対

応しております。また、担任や養護教諭をはじめ、

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、心の教育相談員などと連携を図り、子どもや保

護者が相談しやすい場の設定に努めております。 

 起立性調節障害の児童生徒だけでなく、様々な要

因で登校が難しい児童生徒の相談体制、支援体制に

ついては、これからも一人ひとりの実態に寄り添っ

た対応に努めるよう、学校のほうに指導してまいり

ます。 

○４番（江口祥子君） 現在、６名の児童生徒がい

ることが分かりました。 

 起立性調節障害は、小学生の思春期の頃から発症

すると言われています。朝なかなか起きれないなど、

起床時にこれらの症状が強く現れてくる場合、登校

できなくなる児童生徒もいます。この朝の不調が不

登校の初期症状と似ていることから、起立性調節障

害を知らない子どもや教員からは怠けていると誤解

され、本人がつらい思いをされている場合がありま

す。学校に求められている対応として、医療機関へ

の受診を勧めたり、子どもや保護者に寄り添ったり

することが挙げられております。 

 質問ですが、起立性調節障害の理解促進のため、

学校における起立性調節障害の啓発について伺いま

す。 

○学校教育課長（西村喜一君） 起立性調節障害の

理解啓発についてでございます。 

 起立性調節障害については、症状や正しい理解等

についての情報を保健だよりに掲載したり、該当児

童生徒が在籍している学級の児童生徒や保護者に説

明をしたりして理解を求めるなど、学校の実態に応

じて啓発し、理解を深めてございます。 

 今後も、該当の児童生徒の理解促進のために、教

職員の情報共有や児童生徒及び保護者への周知、理
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解を確実に行うように指導してまいりたいと思いま

す。 

○４番（江口祥子君） 起立性調節障害の理解促進

のために、教職員の方々、保護者、医療機関との横

の連携をより一層進めていただきたいと要請いたし

ます。 

 本人、保護者に対しましては、この病気は身体性

の病気で気持ちの持ちようだけでは治らないという

ことを理解してもらうことや環境整備も非常に大事

ということ、起立性調節障害の兆候を載せたパンフ

レットなどの啓発活動も提案します。 

 質問として、起立性調節障害が原因で欠席してい

る間、勉強の遅れに不安を感じる児童生徒がいると

思います。 

 そこで、本人の体調に合わせて学習時間の設定が

できることや治療を行いながら勉学の遅れを取り戻

すことから、オンラインによる授業など学習支援の

方法があると思いますが、起立性調節障害の子ども

に対する学習支援について伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 起立性調節障害の

児童生徒の体調に合わせた学習支援についてでござ

います。 

 起立性調節障害を含めた不登校や不登校傾向の児

童生徒の学習の保障については、学校に登校した際、

個別指導を行ったり、タブレットを活用したり、本

人に合った家庭学習への取組など、それぞれの実態

に応じた対応を行っております。日中は体がきつく

て起き上がれない子どもが放課後に保護者と登校し、

その日の授業内容を個別に指導している学校もござ

います。 

 起立性調節障害含めた不登校や不登校傾向の児童

生徒に対して、学習支援については一人ひとりの学

びの充実のために様々な工夫を行うよう、学校のほ

うに指導してまいります。 

○４番（江口祥子君） 不登校の理由は本当に様々

だと思います。起立性調節障害という場合もあるで

しょうが、心理的なことやいじめや家庭環境の問題

とか、様々なことで学校に行けなくなった児童生徒

たちが全国的にも増えているそうです。 

 先ほど同僚議員からも御紹介がありましたが、先

進地行政視察で不登校対策についての海田小学校の

スペシャルサポートルームの推進事業について学び

ました。不登校や不登校傾向及び特別な支援が必要

と考えられる児童生徒の支援のためのスペシャルサ

ポートルームなんですが、安心安全な居場所として、

学校らしく見えない教室で、自分の得意なことやそ

の日の体調によって自分のペースで過ごせる成長で

きる場所となっております。 

 スペシャルサポートルームの目的は、社会的自立

に向けた支援と、不登校の未然防止のための開設で

す。本市でも中学校に校内支援センターは開設され

ていますが、未然防止の対策として小学校の開設を

提案いたします。 

 本市におきましても、先生方やスクールソーシャ

ルワーカーやスクールカウンセラーの授業もあり、

家庭訪問をしたり、粘り強く声かけをしたり、きめ

細やかな対応をされているようでございますが、将

来、精神的にも経済的にも自立し、豊かな人生を送

れるような社会的自立を果たす子どもに、との思い

を込めまして、今後もより一層、起立性調節障害に

悩む子どもに寄り添うことができる環境づくりのた

めに、理解促進、また、支援を進めていただきたい

と思います。 

 市長の所感を伺います。 

○市長（中屋謙治君） 午前中に不登校の要因、人

数がたしか84人と。84人の不登校生徒がいれば84と

おりの原因があり、そして処方箋が必要なんだろう

と思います。 

 中学校については幾らかその取組の効果が現れつ

つあるということでありましたが、小学校で増えつ

つある。そういう中で、小学校へ校内支援教室設置

についてはどうかということで、午前中の答弁で、

小学校への校内支援教室の設置について検討してい

く必要があるんじゃなかろうか、このようなことを

答弁したと思っております。 

○４番（江口祥子君） 以上で終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、吉留良三議員の発言

を許します。 

   ［５番吉留良三君登壇］ 

○５番（吉留良三君） お疲れさまです。今日最後
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の質問をいたします。 

 農村存続についてであります。 

 ５年ぶりに食料・農業・農村基本法が見直され、

2023年度農業白書もまとまりました。これまで強い

農業を目指したはずですが、資材高騰や気候変動な

どで農畜産業は危機的であると言われます。わずか

38％に低迷する自給率を引き上げ、所得確保につな

げられるか。農家が再び生産できる取引価格でなけ

れば農業の持続的発展は見込めず、中山間地の過疎

化、疲弊は続き、地域コミュニティの危機は深まる

ばかりだと思います。 

 このような観点から、農村の存続について伺いま

す。 

 まず、農村、農業の持つ役割についてであります。 

 当然に、安心安全な国民の食料を供給するという

基本があります。農業なしに人は生きていけません。

これから暑い夏場に向かっておりますけれども、今、

現場では、除草作業など汗水垂らしながら作業が始

まっています。続いています。これは、景観を保つ

だけでなく、耕作放棄地を増やさないように、イノ

シシなどのねぐらにならないように、皆さん必死で

す。果たしてこれが物を作って金になるかというと

ころも含めて、本当に皆さん必死に作業されます。

作業賃も要るしガソリン代も要ります。固定資産税

も払っています。ただ、そのことがひいては防災・

減災につながるなどの役目を果たし、水資源を守り、

海の魚を守ります。まさに公益事業だと言われます。 

 持続可能な農村を築き、農村の役割発揮のために

も、それぞれの足元の資源を見直して、地産地消、

地消地産、地域循環型経済、ローカルな自給圏構築

が進めるべき施策と考えますが、いかがでしょうか。 

 このことに対して見解を伺います。 

 以上、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 吉留良三議員の御質問にお

答えをいたします。農村の存続についてであります。 

 食料・農業・農村基本法が改正され、これまでの

生産性向上のための担い手支援や農地の多面的機能

の発揮に加え、過度な輸入依存からの脱却を柱とし

た食料安全保障や環境負荷の低減、農村コミュニテ

ィの維持、こういったものが盛り込まれたところで

ございます。特に農村コミュニティの維持について

は、少子化で農業人口が減少する中、スマート農業

などで効率的な農業生産や担い手以外の多様な農業

人材の確保が明記されるなど、農地の保全管理や農

村ＲＭＯによる地域社会の維持などのこういった方

向性が示されております。 

 農業・農村は、食料生産だけでなく、おっしゃい

ましたように景観維持や水田のダム機能による洪水

防止機能、また、地域資源を活用した６次産業化に

よる地域おこしなど公益的な側面を持つ中で、担い

手不足により営農活動及び地域コミュニティの存続

が危ぶまれておりますことから、農業・農村の有す

る多面的機能の維持発揮を図るため、多面的機能支

払交付金を活用し、市内、今、28地区で、地域資源

の適切な保全管理などを推進しているところであり

ます。 

 また、本市における地域内での食料自給圏の構築

につながる地産地消の取組として、直売所での農産

物の販売や学校給食での米や野菜の活用、また、民

間事業者によります規格外品を使った新たな商品開

発や飲食店での提供など、幅広く取り組まれている

ところであります。 

 今後も、人が住み続けられる持続可能な農村コミ

ュニティの地域づくりについて、継続して取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 今、市長が食料・農業・農

村基本法の評価をされましたけれども、食料・農

業・農村基本法では「食料の安全保障の確保の実現

を図るのに基本となる事項を定める」とあり、「食

料安全保障とは、良質な食料が合理的な価格で安定

的に供給され、かつ、国民一人ひとりがこれを入手

できる状態をいう」とあります。 

 ところが、私、今回もっと期待を持っていたつも

りなんですけれど、ただ、これを見ますと、38％ま

でに落ち込んだ自給率を引き上げるんだと思ってい

たんですが、第２条に、「人口減少で食料の需要の

減少が見込まれるので、農産物の輸出を図ることで

供給能力を維持する」とあります。要するに、今の

現状をどう評価されて、本当に危機意識があるのか
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なと思わざるを得ないところがあります。これでは

農村の疲弊は続くんじゃないか。相変わらず農民は

工業製品の犠牲になって生かさず殺さずじゃないの

かなという強い危機感を持たざるを得ないところで

あります。とすれば、国の農業生産が変わらなけれ

ば、当面自前の努力しか生き残る道はないんじゃな

いかという思いでおります。 

 その一つは、今、市長が述べられました施策、地

消地産、地域循環型経済の構築、これが本当に大事

な地域の課題としてあるんじゃないかと考えます。 

 地域循環型経済の構築には学校給食を核とする成

功事例が多く、本市も地元産食材等の使用割合を高

める方針が示されました。さきに質問したときに、

米を除いて野菜、果物の地元産の食材の使用率が

3.7％という回答をされましたけれども、この使用

率を徐々に高めながら、農業振興、中山間地のコミ

ュニティ維持のための体制づくりを強化すべきでは

ないかと考えます。 

 2018年12月議会でも、給食センター所長のほうか

ら、食材の地元産使用を高めるという回答はされて

おりますが、まず、給食センターの現状、課題につ

いてお伺いしたいと思います。 

 果物、野菜などの調達の現状等についてお答えく

ださい。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） 学校給食

センターへの地元産食材の活用についてということ

でお答えしたいと思います。 

 まず、学校給食での地元産食材の活用につきまし

ては、子どもたちがより身近に実感を持って地域の

食や食文化等について理解を深め、食料の生産等に

関わる人々に対する感謝の気持ちを抱くなど、食育

の推進につながる重要な取組として推進していると

ころでございます。 

 このことから、学校給食の米飯で使用する米につ

いては全ていちき串木野産のヒノヒカリを使用して

いるところでございます。また、地元産の野菜、果

物については、給食食材として必要量の確保が課題

ではございますが、収穫時期に合わせての使用促進

に努めているところであり、令和５年度の使用量は

前年度より785キログラム増の2,405キログラム、使

用率は前年度より1.5％増の4.8％となっております。

なお、地元産米と地元産の野菜、果物に加えた地元

産使用率は、令和５年度の使用量は２万3,145キロ

グラム、前年度より2,115キログラムの増、使用率

は32.9％、前年度より2.3％の増となっております。 

 今後の取組といたしましては、現在、地元野菜を

納入していただいている生産者に協力をいただき、

安定的に供給できる野菜、果物を複数の生産者から

収集していただくなど、給食センターに納入する体

制づくりを構築してまいりたいと考えております。

このことに伴いまして、使用量の拡大に努めたいと

考えているところでございます。 

○５番（吉留良三君） 今、お答えいただきました

が、学校給食法にも地元産の活用は規定されていま

すよね。これはやっぱり食育絡みのことじゃないの

かなと思っていますけれども、そういうことを含め

て、今、徐々に徐々に増えてはきています。 

 これまでは納入業者の方が市場から仕入れて持っ

てこられるというのを中心にしながら、調達する方

法としてはある意味では便利だったんでしょうけれ

ど、ただ、これからは新たな市の方針としての地産

地消、地消地産ということを含めて、地域経済のこ

とから考えるといろんな努力が必要じゃないかなと

考えます。 

 今、目標や課題も言われましたけれど、農政課課

題ですかね。ということで、センターとしてのあれ

は次にまたお伺いしたいと思います。 

 次に、今、給食センター所長のほうからも言われ

ましたが、必要な量をどれだけ確保して子どもたち

に提供できるかというのは非常に大きな今後の課題

だと考えます。今、本市の給食数が2,200食から300

食ぐらいですかね。プラス、例えば、病院等は病院

等のルートがあるみたいなんですけれど、私の知っ

ている食堂なんかでいうと、市の福祉弁当を120食

ぐらい作っていて、さらにそれ以外の弁当を30食か

ら40食作っているところがあります。とすると150

食ぐらいあるんですね。そこもまた野菜、果物調達

に難儀しています。近くからいろいろもらったりと

かいろいろ調達努力しているようですけれど、あと、

保育園のほうからもそんな話をちょっと聞きました。
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調達に困っているよと。 

 もう一回教えてください。何食作っておられるか。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） 食数でご

ざいますが、今現在、小・中学校、幼稚園を含めて

約1,900人の生徒と、併せまして教職員の先生がい

ます。大体2,150食ぐらい。約ですね。大体そこを

前後はしますが、そういった形で給食の提供を行っ

ているところです。 

○５番（吉留良三君） 2,150食、2,200食弱ですね。

そういうことで、今からの課題ですけれど、供給体

制が整って、いろんな協議が整っていけば、かなり

の数の供給体制の整備になっていくかと思うんです

けれど、これから農政課として、今、様々、実は努

力をされているという話も聞いています。 

 今の供給体制の現状、それから今後へ向けてどう

いう課題等を持っていらっしゃるか、その辺をお願

いします。 

○農政課長（久木田 聡君） 生産体制の構築につ

いてであります。 

 今、先ほど学校給食センター所長からもありまし

た学校給食への地元産野菜につきましては、４月以

降、野菜生産者の方に納入業者になっていただきま

して、献立に合わせて月数回、１回か２回、必要な

量を確保するために、安定的に確保できる複数の生

産者に協力いただきながら集荷をしている状況でご

ざいます。現在のところ、生産者とのコーディネー

トと必要な量の確保、こちらのほうを試行錯誤して

おりまして、そこをまた何とか確保している段階で

ございまして、今後、必要な量、それから品質、安

定的に確保できるか、こういったところが今現在課

題であるという現在の状況でございます。 

○５番（吉留良三君） 今後、どれだけ供給体制を

つくっていけるかがある意味ではポイント。センタ

ーとしては必要な量があるわけで、それをどれだけ

確保できるかというのは、今後の課題として、地域

循環型経済といいますか、地産地消を実効あるもの

にするためにはその辺の整備なりが非常に大事だと

思います。今、お聞きしますと、若手の農業者の方

を含めて協力をいただきながら、そういう体制づく

りをされているようであります。 

 このことですけれど、いろんな人に作ってもらう

のは大事なことなんですが、今後の少子化対策も含

めて、なるべく若手や女性の方などとの連携を含め

て調達するという観点と、今後の地域社会をつくっ

ていく、守っていくという観点からしても、若手農

家育成というか、そういう観点も含めてぜひ体制づ

くりを進めていただきたいと考えます。 

 先日、先進地視察に行った長門市では、人に来て

もらうのもありがたいんだけれど、若い人や女性に

なるべく来てほしいと。こういう言い方は悪いです

けれど、数よりも質なんだと。やっぱり今後のこと

を考えると、若手、女性になるべく来てもらう、そ

ういう仕組みを考えているんだということで伺って

きました。 

 同じようなことだと思うんですが、今後の若手と

の連携、あるいは女性との連携といいますか、その

辺の展望が含めてありますか。 

○農政課長（久木田 聡君） 新規就農者に関して

になるかと思います。 

 今、現状、新規就農者につきましては例年４名か

ら５名就農していただいておりますが、おおむね親

元就農といいますか、数年間社会に出られた後、親

元に戻ってこられる方々が多い方で、本当に新規就

農の若手というところは少ないところでございます。 

 そうした中、Ｕターンも含めまして、そういった

新規就農の方をこちらのほうに誘致という形で、新

規就農の方向けのパンフレット、特に田舎暮らしを

希望されるＩターンの方々が新規就農するときに、

特に技術、農地、それから資金といったものが課題

になっているところでございます。 

 本市といたしましては、特にかんきつ等、特色の

ある果樹生産につきまして、新規就農パンフレット

というものを作成しながら、どういった形での資金

が必要か、どういった形での支援があるのか、生計

が成り立つ経営モデルといいますか、こういったも

のを示しながら移住者向けのＰＲ等をしているとい

う中でございます。 

 先ほどありました若手、それから女性の方向けは、

いきなり大規模な生産者になることは難しいかと思

っております。そうした中、今年から市民有機農業
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塾という形で、まずは農業に携わる方々、それが行

く行くは学校給食の納入までつながればいいという

希望を持ちまして、新しく農業に取り組まれる方の

獲得といいますか、拡大にそういった形で取り組ん

でいるところでございます。 

○５番（吉留良三君） 今申し上げましたように、

若手を育成しながら、生産量を確保しながら需要に

応えていくということを含めて、あと、静岡県袋井

市が非常にうまく学校給食を軸にした地域づくりと

いいますか、農家との連携がうまくいっているんで

す。有機給食なんかのところもありますが、袋井市

は数量を上げるために自家消費農家へも働きかけて、

買い取るからということで自家消費をしているだけ

の人たちも意欲を持って野菜づくりを始めて、さっ

き言われた規格外品とかあれば、切り干し大根にし

たりとか様々な漬物にしたりとか乾物にしたりとか、

そういう使い方を含めて、食品加工との連携を含め

てやっているようです。 

 ぜひ今後の在り方の一つとして、そういう方向も

含めてしながら生産といいますか、供給体制をつく

っていただきたいと考えます。 

 あとまた後ろの課題で出てくると思いますので、

次に行きたいと思います。 

 次に、学校給食に伴う食育の推進についてであり

ます。 

 さっき言いましたように、学校給食法の第10条で

は地元産の活用を規定しています。さっき所長も言

われたように食育の関係もあると思うんですが、こ

れをどんどん進めることで、市内全域で学校給食用

の野菜をあっちでもこっちでも作って、子どもたち

や孫たちのために野菜を作っているという生きがい、

誇りを持って、じいちゃんばあちゃんが、父ちゃん

母ちゃんが作っているよという野菜を広げることで

さらに食育が進むと思うんですけれど、現在の学校

での食育の推進状況を含めてお答えください。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） 学校での

食育についてでございます。 

 学校給食を活用した食育では、栄養教諭が２名い

ますが、その２名が市内各小・中学校で、子どもた

ちが栄養や食事の取り方など食に関する正しい知識

と望ましい食習慣を身につけさせるための指導やさ

つまあげなどの地元特産品を学校給食で提供するこ

とにより、食を通じて地域の食文化や地域の産業に

関する知識を深める取組を行っているところでござ

います。 

 また、小学校では、米づくりなどの体験学習に加

え、地元有機野菜生産者による講話を実施するなど

食育の充実に取り組んでいるところでございますが、

今後も地元産食材を学校給食に活用した食育の推進

に努めてまいりたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） あわせて、そういう食育が

進んで地域での野菜づくりが進んでくれば、生涯に

わたる健康づくりにつながっていく期待が広がると

考えます。 

 さきに行きました西条市の有機給食で育った卒業

生の追いかけ調査というのがありました。それによ

りますと、有機給食で育った子どもたちは、値段よ

りも品質、中身で野菜や食品を選択するとの調査結

果が出ております。この野菜は給食センターに出す

野菜だよという安心感や作り手の誇りが市内に広が

っていけば、食育も併せて市民全体の健康づくりに

つながる機運醸成にもなっていくんじゃないかなと

考えます。 

 健康増進、さらには本市も医療費対策にいろいろ

努力をしていますけれども、行く行くはといいます

か、徐々に徐々に医療費対策にもつながっていくん

じゃないかと考えます。 

 そうしたことから、このことを進めながら生涯に

わたる健康づくりへの期待があると思うんですけれ

ど、この点についてはいかがでしょうか。 

○健康増進課長（久保さおり君） 食育を通じた健

康づくりということでありますけれども、平成17年

に施行されました食育基本法は、子どもたちをはじ

めとした全国民が、食に関する正しい知識と食を選

択する力を身につけ、健全で豊かな生活を送ること

を目的としております。 

 本市におきましても、食育推進計画や食のまちづ

くり基本計画などを策定し、行政、関係機関、市民

が連携して食育の推進に取り組んでいるところです。 

 多様化した現代社会においては、健康寿命の延伸
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は国民的課題であり、生涯を通じて健やかで心豊か

な生活を送るために、子どもから大人まで切れ目の

ない食育の取組が重要であります。特に、子どもの

うちに健全な食生活を確立することは、生涯にわた

り健全な心身を培い、豊かな人間性を育む礎とされ

ております。 

 このようなことから、まずは学校給食における食

育に重点的に取り組み、そのことが大人世代まで広

がり、市民全体の健康づくりにつながるよう、食育

の推進に努めてまいります。 

○５番（吉留良三君） 先ほど申し上げましたよう

に、西条市の卒業生がそういう形で健康づくりにつ

ながっているということを含めて、今後もぜひ、い

ちき串木野市内でもそういう動きが広がって、健康

づくりにつながればという思いであります。 

 次に参ります。 

 農業の担い手づくりについてであります。 

 小規模農家、家族経営など、兼業は日本農業の本

質との指摘もあります。中山間地が多くて、現状を

考えますと。食料・農業・農村基本法見直しでも、

「多様な農業者による農業生産活動で農地の基盤確

保が図られるよう配慮する」とあります。 

 私は、残念ながら「施策を進める」ではなくて

「配慮する」というこの文章には非常に弱さを感じ

ていますが、とにかく半農半Ｘなど様々な農業経営

体と連携して、今、依然として強まっている田園回

帰現象、これを取り込んでいくことも大事じゃない

かと考えます。 

 2022年度の移住相談は37万件と過去最多を記録し

ております。依然として農村に向かう目はあります。

さらに大都市へ若者がどんどん流入していますけれ

ども、最近見られたように、子どもの出生は１を割

って0.99だったですかね、ということで、若者は入

るけれども子どもは生まれないという現状を含めて

生きづらさがあるんじゃないかと思います。 

 これから田園回帰現象を含めて担い手づくりを呼

び込んでいくことが大事ではないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

○農政課長（久木田 聡君） 兼業農家、それから

多様な人材の活用についてでございます。 

 本市の兼業農家、小規模農家も含めまして、2020

年の農業センサスにおきまして農家戸数は約750戸

ございますが、そのうちいわゆる専業の農業者は約

50戸、兼業の農家は約260戸となっておりまして、

残りの約440戸は先祖代々の田畑を守りながら自家

消費分を耕作している方々となります。そのうちの

恐らく半分以上は土地の名義はお父さん、おじいさ

んなんですけれども、息子さんなどが働きながら耕

作をしている状況にあるかと思っております。 

 新たな食料・農業・農村基本法で示された多様な

人材の育成、確保について、国のほうでは、農業生

産法人、いろんな作業受委託サービス、こういった

経営の形態、規模の大小を問わず、営農活動の継続、

生産基盤を維持していくといった形をイメージして

いるようでございます。 

 また一方、多様な人材をよそから呼び込む、ある

いは地域に住んでいらっしゃる方を活用していく取

組の中で、本市におきましても、地域に居住してい

らっしゃる会社勤めの方々、よく多面的事業という

ものがございますが、多面的事業の中でそこの地域

の方々に除草作業ということで協力をいただいて生

産基盤を維持しているといったところもございます。 

 今後またそういった通常農業をされていない方々

対しましても農業機械の操作を学ぶ機会を設けるこ

とで、中山間事業、多面的事業といった事業を使い

まして、作業を委託しながら農地の保全、生産基盤

の維持といったものが必要になってくるかなと考え

ているところでございます。 

 それと、移住の方に対して、本市に転入をされた

方へ任意のアンケートをしておりますけれども、令

和５年度中に191世帯、220名の方が本市に移住をし

ております。移住の理由といたしまして、転職が90

世帯、新規就職が52世帯、起業が２世帯、結婚が24

世帯、趣味や私生活の充実が23世帯となっておりま

して、残念ながら新規就農者という方はいらっしゃ

らなかったところでございます。 

 先ほども申し上げました田舎暮らしを希望される

Ｉターンの方が新規就農になる場合には、いろんな

形での技術、農地、資金といったものが必要になっ

てまいります。そういったことを踏まえまして、私
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どもでは果樹生産向けの新規就農パンフレットを作

成いたしまして、いろんな資金とか農地とかの支援

制度、それから、こういった形であれば生計が成り

立つというモデルを示して、移住の受入れでこうい

った形をＰＲしているところでございます。 

 農業を行いながらゆとりのある生活ができる環境、

受入れ体制、それがまた半農半Ｘを希望される方々

に十分発信して届くような形に努めますとともに、

地域にいらっしゃる兼業の方々が農地保全などに参

加することで多様な人材を活用しながら農村コミュ

ニティが維持されていく、こういった形で努めてま

いりたいと思っているところでございます。 

○５番（吉留良三君） 多様な人材といいますか、

様々な担い手をつくりながら、例えば、農地がある

方々は農業をしながらプラスアルファの、例えば、

得意な技を活かした仕事を見つけて生活をしていく、

基盤をつくっていくというのを含めて様々な努力が

今から必要だと思うんですけれど、今言われている

のは兼業になる、農業をしながらプラスアルファで

生活する、その生業探しのヒントは地域の困り事に

あるんじゃないかと言われます。困り事は、とりわ

け農村部、中山間地はあるわけです。買物難民、通

院難民、除草、援農、農業の引継ぎも含めて、それ

から、例えば大工とか上がりであれば、家のこそく

り、修理とか塗装とか様々な困り事をうまく活用し

てといいますか、業としてといいますか、やりなが

ら地域で暮らしていける仕組みづくり、今から申し

上げることに解決策はと思っているんですけれど、

こういう地域の困り事、このヒントについてはどう

お考えですか。 

○農政課長（久木田 聡君） 地域の困り事につい

てであります。 

 農地の保全、水路の除草、援農、こういった農村

の維持に関することに関しましては、多面的事業で

地域の会社勤めの方へ呼びかけたり、報酬など支払

って協力していただいている地域もありますけれど

も、ほかのいろんな生活上の困り事につきましては、

厚生労働省のほうが推奨しております「我が事・丸

ごと」の地域づくりというのがございまして、地域

福祉の一環といたしまして、民生委員によります高

齢者の見守り活動や市の社会福祉協議会によります

給食の支援、買物の支援、それと、地域包括支援セ

ンターによります医療・介護の連携支援、それと、

れいめい羽島協議会のほうにおきましては自動車部

会でのフレンドカーによる高齢者の移動支援など多

様な取組がなされて、そういった地域での困り事に

幅広く対応していると理解しているところでござい

ます。 

○５番（吉留良三君） いろいろ回答いただきまし

たが、後の課題で併せてお聞きしたいと思います。 

 次に、これは令和４年12月議会で質疑をしたこと

ですが、特定地域づくり事業協同組合を進めるべき

じゃないかということでそのときは申し上げました。

これは、御存じのように、企業などが会員、出資者

になってそれぞれの困り事に対応していくという課

題ですが、これの現状。 

 それから、42道府県知事が国に要望をしておりま

すけれど、このことで、それらを含めて把握してい

らっしゃれば、その辺を含めてどのように考えるか

お答えください。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 特定地域づくり事

業協同組合についてであります。 

 議員お説のとおり、特定地域づくり事業は、複数

の民間事業者が発起人となって組合をつくり、移住

者などを雇用し、組合員の事業者へ必要とする期間、

派遣する事業であります。 

 本市のこれまでの取組といたしましては、制度の

周知を図るため、昨年７月に制度説明会を開催して

おります。認定農業者や製造業、介護事業者など、

市内の15事業者が参加されたところであります。ま

た、事業者に対しては個別のヒアリングや各種会合

における制度の説明など制度の周知を図っていると

ころであります。 

 説明会におけるアンケート結果や個別のヒアリン

グから、労働者は確保したいものの設立発起人にな

る事業者がいないことや組合で雇用する労働者の確

保が難しいなどの課題が挙げられております。 

 このようなことから、現在、各事業者においては、

外国人材の雇用により深刻な労働者不足を補ってい

るものと考えております。 



 
- 41 -

 議員お説の、さきに５月29日ですか、全国で42都

道府県が協議会をつくられております。その際、自

民党の議員連盟のほうに３項目ほど要望されていら

っしゃいます。その一つが十分な予算の確保と財政

の拡大とか、あと２点目が、組合員以外の派遣が可

能な利用料の割合の拡大などなど規制緩和の部分に

ついて要望されております。 

 このような形から状況も若干変わってくると思い

ますので、市といたしましては、今年度も引き続き

説明会などを実施し、制度の周知を図っていくとと

もに、先進事例の紹介や事業者同士の意見交換など

を行ってまいりたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 今、課長がお答えいただき

ましたが、かなり厳しさがあるように私は聞こえて

きました。現に外国人材が本市は350人前後、たし

かいるということでしたよね。70人ぐらい増えてい

る。そういうことでの人材の確保も進んでいるのか

なと思うんですけれども、私は、特定地域づくりも

大事ですし、できればできたほうが会員になられる

事業所にとっては繁閑の忙しい時期に、暇な時期じ

ゃなくて忙しい時期に人を回してもらうというか、

働いてもらえるということを含めた仕組みでしょう

からいいんだと思うんですけれど、むしろ私は、同

じときに申し上げましたが、労働者協同組合のほう

が融通も聞いて対応しやすいんじゃないかな、この

ほうがむしろ合っているんじゃないかなと考えると

ころであります。 

 これも御存じのように、３人いれば３人がそれぞ

れ会員として出資し、経営に関わり、働き手となる

ということで、仲のいい友達といいますか、気心の

分かった仲間の人たちがグループをつくって、ＮＰ

Ｏよりも設立しやすい労働者協同組合で、３人がと

にかく心を合わせればいろんな仕事ができる。いろ

んなところに行ける。 

 特定地域づくりというのは一定の大きな責任もあ

りますよね。ずっと雇用しないといかん。ところが、

労働者協同組合のほうは３人が責任を持って、プラ

スアルファを含めていろんな仕事をやっていけばい

いわけで、そういう意味で言いますと、地域的には

個人的にもこのほうがより社会に貢献できて、働き

やすさもあるんじゃないかなと思います。 

 １年半前に質問をしましたとき、市長のほうから

は「まちづくり協議会との兼ね合いもあるので研究

したい」という回答をされました。私は、まちづく

り協議会にこういう仕事も受ける余裕が本当にある

のかなと思いますし、かねての運営に非常に困難な

状況も人の不足も含めてありますから、むしろそう

いうことじゃないかと思うんですけれど、まちづく

り協議会との関係でいうと見解を持っていらっしゃ

いますか。 

○市長（中屋謙治君） 労働者協同組合というのは、

お説ありましたように、労働者が出資をし、その意

見を反映して自ら従事することを基本原理とする組

織のようでございます。具体的には、除草作業であ

ったりとか高齢者の見守り、また、買物困難者対策、

こういった多様な地域課題を事業化することで副業

などの多様な働き方を実現し、収入を得ながら地域

課題に取り組む選択肢の一つである、このようなこ

とで理解をいたしております。 

 先ほど申し上げたように、除草作業、高齢者の見

守り、買物支援、こういったものは、本市としては

まちづくり協議会で取り組んでいる事例等もありま

すので、そのようなことを申し上げたところであり

ます。 

 あと、労働者協同組合はＮＰＯ法人とは異なり行

政庁への許認可等が必要ないことから、登記をしさ

えすれば法人格が付与され、より簡易に組織しやす

い、このようなことでございます。 

 現時点、市としましては、まずはこういう制度が

できているんですよということをお知らせをすると

いう段階でして、ホームページ、広報紙、こういう

ことで広報活動に取り組んでいるという状況でござ

います。 

○５番（吉留良三君） これは一昨日でしたか、地

域の輸送手段の確保ということで、国土交通省が説

明会を開いて、道路運送法上の許可登録が要らない

送迎サービスができるようになったよと。交通手段

の確保が難しい地域で、支援団体、介護施設などが

提供するサービスに関わる送迎であれば、謝礼、ガ

ソリン代、高速道路料金などの実費が請求できる無
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償運送はできますよということが新聞記事にありま

した。国土交通省が３月改正のガイドラインという

ことで説明したそうです。例えば、こういうことも。 

 今、本市的には、例えば、いきいきタクシーとか

ありますね。それはそれでまだ完全に、十分に、潤

沢にという思いはないみたいですけれど、そういう

仕組みもあります。ただ、それも届かない地区も含

めてあります。だから、一つの例として例えばこう

いうことを、謝礼も受け取れるということが説明さ

れています。 

 それと、先ほど農業の関係で申し上げましたけれ

ど、例えば、買い入れて規格外品が出ます。それら

を含めて、例えば、女性でなくてもいいんですけれ

ど、女性３人が「私たちは漬物を作ろう」とか、

「そういう施設を造って活動しよう」とか、台所の

改修の費用を広島は出しているとかありますけれど

も、いろんなことにつながるんじゃないかなと思う

わけです。 

 それぞれが働きやすい、それぞれがある意味で自

由に選択できる、仲間内で、そして社会に貢献する

ということでいいますと、京丹後市とか、前も申し

上げましたが、広島とか静岡とか様々な先進地で、

まだ法律になって２年ですかね、だけれどもかなり

進んでいます。京丹後市長は「非常にいい仕組みだ」

ということで、前回も申し上げましたけれど、そう

いう市長の声も出されています。 

 例えば、私なんかでいうと、トラクターを持って

います。草刈り機を持っています。そういうのを使

って地域で、もうほとんどボランティアで使ってい

ますけれど、そういうのを持っている人はいっぱい

いるわけで、もう使わなくなったというのがいっぱ

いおられるわけで、例えばそういうのをうまく利用

するとか、私はやっぱりこういうのをもう少し研究

されて、検討されて、少し援助をしながらそういう

仕組みをつくってこれからの社会をつくっていく。

中でも、とりわけさっき申し上げました若者、女性。

例えば、さっき言いました規格外品を何とかしよう

というのは、私たちよりも女性のほうが得意ですの

で、例えばそういうのにも本当に活かされるんじゃ

ないかと思うんですね。 

 それを含めて、ぜひ様々な観点から検討して、こ

れについて援助するというか、そういう市の方向を

出していただければと思います。 

 以上、農業・農村の存続について申し上げました。

農業基本法が、そういう意味でいうと、私がさっき

も申し上げましたように、これまでと変わっていな

いんじゃないかという思いがあるものですから、ぜ

ひ本市での給食事業を核にして、場合によっては農

政課の人も増やして体制を整えてでも、一つの大き

な市の事業として進めていただいて、地域の活性化

を行っていただければと思います。 

 以上、申し上げまして今日の質問は終わります。 

○議長（中里純人君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（中里純人君） 本日はこれで散会します。 

 

         散会 午後２時30分 


